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（
１
）

元
禄
期
以
降
、
秋
田
藩
で
は
家
中
に
対
し
て
文
書
等
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
。

「
御
文
書
」
六
冊
（
東
京
都
財
団
法
人
千
秋
文
庫
蔵
）
や
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

（
２
一

六
一
冊
（
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
）
は
、
家
中
が
提
出
し
た
文
書
を
家
毎
に
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
家
蔵
文
書
』
と
呼
ぼ
う
。

根
岸
茂
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
『
家
蔵
文
書
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
偽
文
書
は

召
し
上
げ
写
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
真
性
の
文
書
で
あ
っ
て
も
写
さ
な
い
も
の
が

あ
っ
た
。
さ
ら
に
由
緒
等
の
理
由
で
他
家
家
蔵
の
文
書
と
認
定
し
た
場
合
に
は
、

（
３
）

認
定
し
た
家
の
文
書
と
し
て
写
し
た
と
い
う
。
最
後
の
ケ
ー
ス
で
は
、
文
書
も

家
蔵
と
認
定
し
た
家
に
返
却
し
て
い
る
。

以
上
要
す
る
に
「
家
蔵
文
書
』
は
家
中
に
伝
来
し
た
文
書
を
そ
の
ま
ま
写
し

て
い
な
い
し
、
現
存
す
る
家
中
の
文
書
も
藩
が
操
作
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
家
蔵
文
書
』
の
家
毎
の
文
書
の
性
格
を
検
討
す
る
場
合
、
『
家

序
章

序
章

第
一
章
「
酒
出
文
書
」
の
復
元

第
一
節
問
題
の
所
在

第
二
節
元
禄
・
宝
永
期
の
酒
出
氏
所
蔵
文
書

第
三
節
元
禄
・
宝
永
期
以
前
に
散
逸
し
た
「
酒
出
文
書
」

第
四
節
小
括

「
酒
出
文
書
」
と
奉
公
衆
佐
竹
氏

蔵
文
書
』
編
慕
以
前
の
ま
と
ま
り
に
ま
ず
復
元
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
い
と

（
４
）

い
け
な
い
と
い
え
よ
う
。
小
論
で
は
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
佐
竹
家
中
酒
出
氏

の
文
書
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
復
元
を
第
一
の
課
題
と
し
た
い
。
復
元
し
た
文
言

を
一
‐
酒
出
文
書
」
と
呼
ぼ
う
。

言
ｂ
）

（
ハ
ｂ
）

酒
出
氏
の
系
図
を
掲
げ
る
と
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
酒
出
氏
は
源
頼
朝
の
追
討
を
受
け
た
佐
竹
秀
義
の
子
季
義
を
祖
と
す
る
一

流
で
あ
り
、
美
濃
国
に
所
領
を
持
ち
、
鎌
倉
時
代
に
は
在
京
人
の
可
能
性
が
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
足
利
義
満
の
弓
の
師
で
あ
っ
た
人
物
が
お
り
、
室
町
幕
府
の

奉
公
衆
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
戦
国
期
に
至
っ
て
常
陸
国
に
下
向
し
、
守
護

佐
竹
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

酒
出
氏
の
文
書
は
、
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
一
‐
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
一
八
酒

出
金
太
夫
季
親
（
以
下
、
「
家
蔵
酒
出
文
書
一
と
略
す
）
に
あ
る
。
し
か
し
新

田
英
治
氏
に
よ
れ
ば
、
系
図
と
一
家
蔵
酒
出
文
書
」
と
を
比
較
し
て
、
後
者
に

あ
っ
て
前
者
に
見
え
な
い
人
物
が
い
る
こ
と
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
性
格
（
職
能
）

第
二
章
奉
公
衆
佐
竹
氏

第
一
節
南
北
朝
期
ま
で
の
動
向

第
二
節
室
町
期
の
奉
公
衆
佐
竹
氏

第
三
節
奉
公
衆
と
守
護

終
章

＊

鈴
木

満

*秋田県立博物館

－82－

（1）



｢酒出文書」と奉公衆佐竹氏

（
７
）

に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
こ
と
な
ど
が
課
題
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ

で
「
酒
出
文
書
」
の
性
格
解
明
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
を
考
察

す
る
こ
と
を
第
二
の
課
題
と
し
よ
う
。

第
一
節
問
題
の
所
在

本
章
で
は
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
が
編
慕
さ
れ
る
前
の
酒
出
氏
所
蔵
文
書
を
復

元
し
よ
う
。
『
家
蔵
文
書
』
を
編
纂
し
た
秋
田
藩
文
書
所
が
家
中
の
提
出
し
た

文
言
へ
の
判
断
を
下
し
た
史
料
は
、
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
被
仰
渡
控
」
に

（
８
）

ま
と
ま
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
す
る
。
そ
し
て
『
家

蔵
文
書
』
そ
の
他
の
史
料
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
元
禄
・
宝
永
期
に
酒
出
氏
所

蔵
文
書
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

つ
い
で
酒
出
氏
に
伝
来
し
て
い
た
が
、
元
禄
・
宝
永
期
以
前
に
散
逸
し
た
文

書
を
復
元
し
て
み
よ
う
。
散
逸
史
料
の
復
元
は
困
難
が
伴
う
が
、
で
き
る
だ
け

確
実
な
史
料
に
よ
っ
て
検
討
し
た
い
。

元
禄
一
二
年
正
月
七
日
、
秋
田
藩
の
文
書
所
は
、
酒
出
季
親
に
対
し
て
文
書

（
９
）

や
系
図
を
写
で
は
な
く
、
原
本
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
季

親
は
、
原
本
を
提
出
し
た
よ
う
で
、
文
書
所
で
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
を
出
し

て
い
る
。

｛
マ
マ
）

酒
出
進
太
夫

一
、
証
文
六
拾
九
通
委
細
徒
別
紙

右
；
先
祖
伝
来
之
証
文
顕
然
に
候
、
委
細
写
之
御
記
録
江
可
被
載
置
之

候
、
自
然
火
災
・
紛
失
等
於
在
之
者
、
以
御
序
被
奉
願
写
拝
領
せ
ら
れ
、

第
一
章
「
酒
出
文
書
」
の
復
元

第
二
節
元
禄
・
宝
永
期
の
酒
出
氏
所
蔵
文
書

一
、
弓
法
表
紙
十
弐
冊

一
、
同
表
紙
無
三
十
七
冊

一
、
弓
法
覚
書
七
十
九
本

一
、
惣
系
図
壱
冊

右
之
通
被
返
置
候
、
重
而
御
用
之
節
追
而
相
達
者
也
、

（
唖
）

元
禄
十
六
年
六
月
日

右
に
見
え
る
史
料
は
、
酒
出
氏
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

は
、
文
書
所
で
写
さ
な
か
っ
た
し
、
酒
出
氏
の
文
書
も
所
在
が
不
明
な
の
で
、

文
書
所
が
家
蔵
の
文
書
と
認
定
し
、
写
し
た
六
九
通
の
内
容
に
つ
い
て
は

「
委
細
在
別
紙
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
詳
細
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
だ
が
次
の
理
由
か
ら
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
に
あ
る
六
九
通
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
文
書
数
が
一
致
し
、
第
二
に
「
家
蔵
酒
出
文

圭
三
に
由
緒
の
判
定
に
よ
っ
て
他
家
の
文
書
を
酒
出
氏
の
文
書
と
し
て
写
し
た

（
Ⅲ
）

旨
の
一
記
載
が
な
く
、
第
三
に
文
書
所
で
は
他
家
の
文
言
を
筋
目
に
よ
っ
て
家
蔵

の
文
言
と
認
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
文
言
の
あ
る
文
書
を
別
に
発
給
し

（
腿
）

て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
家
蔵
酒
出
文
書
」

は
元
禄
一
二
年
に
季
親
が
提
出
し
た
文
書
の
写
で
あ
り
、
「
酒
出
文
書
」
と
み

な
せ
よ
う
。

（
鮒
）

下
っ
て
元
禄
一
三
年
及
び
一
六
年
、
文
書
所
は
季
親
に
「
古
キ
害
も
の
」
等

を
「
無
遠
慮
可
被
差
出
」
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
季

親
は
そ
れ
に
応
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

可
被
備
後
代
之
亀
鑑
候
、
巳
上
、

（
元
徴
一
二
年
）

１
（
旧
）

Ⅲ
六
月
一

酒
出
金
太
夫

｜
、
Ｊ

副
２

ｌ
ｆ
Ｉ
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酒
出
氏
系
図

蓮季八
阿義郎

’ ’

公
清

蓮
意

号
上
．

定
義

ｌ
義
実

八
郎
次
郎
弥
次
郎
十
郎
・
捕
磨
守
和
泉
守

義
職
Ｉ
畷
蕊
‐
蕊
織
Ｉ
蕊
曇

義
円
義
蓮
又
次
郎

’
一
博
覧

八
郎
三
郎

八
郎
四
郎

有
智

－訂

諮察

嘩I
兵
部

蕊
磯
Ｉ
蕊
聴

覚
義 輪

綱
義
》

妙
蓮

又
三
郎

定
頼

三
郎
次
郎

四
郎
次
郎Ｉ

購
誕

Ｆ
１
謡
羅
即
新
介

慶
長
七
年
誹

初
名
政
親
孫
三
郎

ｌ
政
忠
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
寛
政
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

善
五
郎
称
酒
出
氏

金
大
夫
・
相
模
南
義
章
子

称
大
山
氏

Ｆ
酔
噸
Ｉ
：
１
噸
Ｉ
：

泰
義次

郎

師
秀

藤
義

公
清

彦
六

公
義

孫八
左郎
術
'111

八
へ

郎
判
官
代少

輔 慨
１
１
１
玲
鋤
職
１
１
１
塞
獅
少
州
下

子

孫伝
左四
術郎
l'｢I

次
郎
三
郎

和
泉
守
・
初
名
宜
尚
彦
三
郎
・
和
泉
守
孫
三
郎
・
和
泉
守
彦
三
郎
・
常
陸
守
七
郎
・
禅
正
少
弼

小係源
田左十
野術郎
宜'''1
行
子

小
伝
次
・
金
大
夫

右
京
亮
・
信
慢
守

義
里

種
義

正
義

遠
江
守

義
夏

義
性

左
近
将
監

義
行

新
介

季
章

向
広
政
子

第
蔵
・
一
学

季
賢

茂
木
知
継
子

伝
四
郎

明
海
・
源
輝
弓
翁
・
英
興

鍋
酎
蛎
一
三
識
除
ｒ

初
名
常
秋

改
篤
誤

称
馬
場
氏

宗
誉

彦
三
郎
・
和
泉
守
・
相
模
守

政
直

眼
阿

慶
長
上
年
誹
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｢酒出文書」と奉公衆佐竹氏

さ
ら
に
下
っ
て
宝
永
三
年
四
月
二
七
日
に
季
賢
は
、
養
父
季
親
以
後
の
分
の

（
応
）

系
図
を
文
書
所
に
提
出
し
た
。
季
賢
が
提
出
し
た
系
図
の
端
裏
に
は
本
文
と
別

筆
で
「
系
図
宝
永
三
年
五
月
六
日
写
済
酒
出
金
太
夫
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
書
所
が
記
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
季
親
は
宝
永
二
年
五
月
一
八
日
に
没
し
て
い
る
。
そ

こ
で
文
書
所
で
は
系
図
に
季
親
以
降
の
分
を
追
加
す
る
た
め
に
季
賢
に
系
図
の

（
両
）

提
出
を
さ
せ
、
そ
れ
を
藩
が
編
慕
中
の
系
図
に
書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
他
に
季
賢
は
、
所
持
し
て
い
る
文
書
等
を
再
提
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

た
め
文
書
所
は
次
の
よ
う
な
史
料
を
出
し
て
い
る
。

酒
出
一
学

〆
ｑ
Ｌ
一

一
、
足
利
大
将
軍
尊
氏
卿
書
壱
通

②

一
、
同
花
押
書
壱
通

（
六
四
通
分
の
文
書
名
略
す
）

①

一
、
細
川
右
京
大
夫
持
之
書
壱
通

①

一
、
古
来
写
害
二
通
一
綱
刈
源
寺
右
京
大
夫

⑤

一
、
随
兵
日
一
記

⑤

一
、
犬
追
物
聞
書
一
冊

①

一
、
聞
書
一
冊

③

一
、
白
弓
袋
事
一
冊

③

一
、
弓
法
秘
抄
上
一
冊

⑳

一
、
弓
法
貫
害
秘
抄
一
冊

⑪

一
、
弓
場
始
射
手
一
冊

⑫

一
、
万
立
間
書
一
巻

⑬

一
、
申
状
一
冊

詳
細
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
「
酒
出
文
書
」
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ

ｊ

》
（
ノ
く

（
符
号
・
傍
線
等
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
。
）

長
文
に
及
ぶ
た
め
途
中
を
略
し
た
。
①
ｌ
④
の
六
九
通
と
「
家
蔵
酒
出
文
書
」

所
収
の
文
書
名
や
配
列
と
を
比
較
す
る
と
若
干
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し

「
家
蔵
酒
出
文
書
」
と
別
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
「
家

蔵
酒
出
文
書
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。
よ
っ
て
①
Ｉ
④
の

六
九
通
は
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

残
り
の
⑤
ｌ
⑭
は
、
古
文
書
の
範
晴
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
元
禄
・
宝
永
期

に
酒
出
氏
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
酒
出
文
書
」
に
含
め
て
お
き
た

い
。
こ
の
う
ち
⑭
は
文
書
所
が
召
し
上
げ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
秋
田
県
公
文

一
四
｝

書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
の
「
古
本
佐
竹
系
図
潅
出
季
潔
所
蔵
」
に
あ
た
る
と
考
え

ら
れ
る
。
残
り
の
⑤
ｌ
⑬
は
原
本
は
、
明
和
年
間
に
酒
出
氏
が
藩
に
提
出
し
た

よ
う
だ
が
、
安
永
八
年
の
本
丸
火
災
で
焼
失
し
た
よ
う
で
、
写
が
千
秋
文
庫
に

（
幼
）

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
「
被
仰
渡
控
」
か
ら
明
ら
か
に
し
得
た
「
酒
出
文
書
」
で
あ
る
。
次

に
そ
れ
以
外
の
史
料
か
ら
酒
出
氏
が
元
禄
・
宝
永
期
に
所
蔵
し
て
い
た
文
書
が

な
い
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

一
宝
永
七
年
六
月
日
一
一
喝
）

年
号
月
日
同
前

右
七
拾
八
通
右
同
断

右
者
正
徳
四
年
御
青
印
被
改
置
相
渡
候
、

⑬

一
、
古
本
佐
竹
系
図
写
一
冊

右
本
害
者
先
年
為
御
用
被
召
上
之
詑
、
此
度
依
願
写
之
、
酒
出
孫
十

郎
二
所
賜
也
、

（
先
祖
伝
来
之
文
豊
顕
然
也
、
側
委
細
写
之
御
記
録
被
赦
確
詑
、
向
後
火
災

紛
失
等
於
有
之
ハ
、
以
御
序
奉
願
御
写
拝
領
、
可
備
後
代
之
亀
鑑
も
の
也

｜
－

ね
４

｜
く
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ま
ず
『
家
蔵
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
三
通
が
酒
出
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

①
至
徳
元
年
三
月
二
○
日
室
町
幕
府
御
教
書

②
応
永
二
年
八
月
三
日
越
中
国
守
護
代
遊
佐
長
護
遵
行
状

③
応
永
二
年
二
月
七
日
道
秀
・
道
宗
打
渡
状

こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
御
文
書
」
一
に
あ
り
、
酒
出
季
親
旧
蔵
と
明
記
さ
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
右
の
①
Ｉ
③
は
「
酒
出
文
書
」
の
一
部
と
い
え
よ
う
。
右
の
原

（
皿
）

本
は
、
千
秋
文
庫
に
伝
来
し
て
い
る
。

（
鰯
）

次
に
天
保
三
年
秋
田
藩
一
記
録
所
の
作
成
に
か
か
る
「
御
蔵
書
目
録
」
乾
に
次

の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

一
、
建
武
四
年
足
利
尊
氏
卿
御
下
文
一
通

一
、
同
年
貞
和
二
年
高
武
蔵
守
御
直
書
二
通

一
、
建
武
三
年
尊
氏
卿
御
感
書
一
通

一
、
文
和
四
年
佐
竹
右
馬
権
頭
義
篤
公
御
譲
帖
写
一
通

一
、
佐
竹
家
占
鶴
岡
八
幡
宮
寄
進
領
写
一
通

（
季
力
）

本
酒
出
一
学
秀
賢
所
蔵

こ
れ
ら
の
史
料
が
い
つ
酒
出
氏
の
手
を
離
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
元
禄
・

宝
永
期
に
は
酒
出
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
酒
出
文
書
」
の

一
部
で
あ
る
と
み
な
せ
よ
う
。

右
の
六
通
は
、
『
家
蔵
文
書
』
に
写
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
建
武
四
年

の
足
利
尊
氏
下
文
か
ら
佐
竹
義
篇
の
譲
状
ま
で
の
五
通
の
検
討
は
次
節
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
す

る
に
と
ど
め
る
。
残
り
の
も
の
は
、
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
に
あ
る
、
端
裏
に
朱

書
で
「
佐
竹
ョ
リ
鶴
岡
八
幡
宮
寄
進
領
写
一
通
猶
撹
一
学
献
ｚ
」
と
あ
る
史
料
を
指
す

（
魂
）

の
だ
ろ
う
。
こ
の
朱
書
は
家
中
か
ら
佐
竹
氏
に
献
じ
た
文
書
に
書
か
れ
て
い
る

第
三
節
元
禄
・
宝
永
期
以
前
に
散
逸
し
た
「
酒
出
文
書
」

元
禄
・
宝
永
期
の
『
家
蔵
文
書
』
の
編
纂
は
、
秋
田
藩
の
修
史
事
業
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
目
的
は
佐
竹
氏
歴
代
の
家

（
妬
）

譜
の
編
纂
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
編
纂
さ
れ
た
家
譜
に
は
、
「
家
蔵
酒
出
文
書
」

（
”
）

か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
佐
竹
義
篤
家
譜
建
武
三
年
五
月
七
日
条
に
は
足
利
尊
氏

御
教
書
を
引
用
し
て
お
り
、
編
者
の
注
に
「
以
上
酒
出
季
親
家
蔵
真
跡
の
文
書

及
び
正
宗
寺
蔵
本
佐
竹
系
図
文
書
写
に
出
づ
」
と
あ
る
。
こ
の
注
記
か
ら
「
家

蔵
酒
出
文
書
」
と
同
じ
史
料
が
「
正
宗
寺
蔵
本
佐
竹
系
図
文
書
写
」
に
も
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

元
禄
・
宝
永
期
の
家
譜
の
編
者
中
村
光
得
は
、
「
正
宗
寺
蔵
本
佐
竹
系
図
文

書
写
」
と
「
酒
出
文
書
」
と
に
関
係
が
あ
る
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と

え
ば
義
篤
家
譜
建
武
三
年
九
月
三
日
条
で
室
町
幕
府
執
事
高
師
直
奉
書
を
引
用

し
た
後
、
「
正
宗
寺
蔵
本
佐
竹
系
図
文
書
の
写
に
出
づ
。
但
、
其
本
書
今
季
親

家
蔵
文
書
の
内
に
な
し
。
蓋
、
紛
失
す
る
な
ら
ん
。
」
と
注
を
し
て
い
る
。
そ

れ
で
は
「
正
宗
寺
蔵
本
佐
竹
系
図
文
書
写
」
は
ど
の
よ
う
な
史
料
で
あ
ろ
う
か
。

光
得
は
、
「
宝
永
六
年
己
丑
五
月
日
御
文
書
井
御
書
物
帳
目
録
受
取
渡
目

一
浬
）録

」
（
以
下
『
目
録
』
と
略
一
記
）
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
「
同
（
正
宗

も
の
に
見
ら
れ
る
。
文
書
の
奥
に
「
鎌
府
相
承
院
之
本
ヲ
以
テ
書
写
致
候
」
と

あ
っ
て
、
相
承
院
に
あ
っ
た
文
書
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
写
時
期
は
、
お

（
別
）

そ
ら
く
戦
国
期
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
『
新
編
相
模
風
土
記
稿
』
や
『
相

州
文
書
』
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
原
本
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
が
元
禄
・
宝
永
期
に
酒
出
氏
所
蔵
が
明
ら
か
な
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
以

（
器
）

後
酒
出
氏
が
新
た
に
史
料
を
藩
に
提
出
し
た
形
跡
は
見
い
だ
せ
な
い
。

－78－

（5）



｢酒出文書」と奉公衆佐竹氏

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
一
ノ
』
‐

記
ス
、
最
末
二
酒
酢
造
等
ヲ
ノ
事
及
ビ
諸
書
ノ
抜
革
ナ
リ
、

右
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
は
酒
出
文
書
・
佐
竹
文
書
・

そ
の
他
の
一
記
録
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に

「
正
宗
寺
佐
竹
文
書
」
を
見
る
と
、
右
の
傍
線
（
イ
）
は
「
亀
岡
新
介
殿
文
書

〈
塊
》
一

写
置
」
と
あ
っ
た
後
、
表
１
の
一
四
通
の
文
書
を
写
し
て
お
り
、
そ
の
末
に

（
六
年
）
二
二
月
）

「
天
文
丁
丙
年
雪
月
廿
五
日
二
新
介
殿
本
ヲ
以
書
写
致
候
」
と
あ
る
。
そ
し
て

傍
線
（
ロ
）
は
そ
れ
に
続
く
五
通
の
文
書
の
写
、
傍
線
（
ハ
）
は
残
り
の
諸
一
記

録
の
写
と
な
っ
て
い
る
。

光
得
は
、
傍
線
（
イ
）
を
酒
出
氏
の
文
書
と
見
て
い
る
。
次
の
点
か
ら
表
１

解
を
述
べ
て
い
る
。（

イ
）

寺
蔵
本
）
佐
竹
文
書
一
冊
」
と
題
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
光
得
は
「
酒
出

文
書
」
の
一
部
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
目
録
』
に
よ
れ
ば
「
佐
竹
文
書
」

（
鱒
）

は
、
元
禄
一
○
年
に
光
得
・
大
和
田
時
胤
が
常
陸
国
の
史
料
一
調
査
で
採
訪
し
た

正
宗
寺
蔵
本
四
冊
の
な
か
の
一
冊
で
あ
る
。
家
譜
で
は
「
正
宗
寺
本
佐
竹
系
図

文
書
写
」
と
一
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
宗
寺
で
採
訪
し
た
系
図
以
下
の
四
冊

の
総
称
な
の
だ
ろ
う
。
以
下
『
目
録
』
に
見
え
る
「
佐
竹
文
書
」
を
「
正
宗
寺

本
佐
竹
文
書
」
と
し
て
お
く
。

（
抑
）

「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
は
大
正
五
年
に
は
佐
竹
家
に
あ
っ
た
が
、
現
在
所

在
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
東
京
大
学
史
料
編
墓
所
謄
写
本
「
佐
竹
氏
旧
一
記
」
九

の
な
か
に
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
を
見
い
だ
せ
る
。
「
佐
竹
氏
旧
記
」
は
全

九
冊
か
ら
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
編
纂
所
が
佐
竹
氏
の
後
胤
佐
竹
侯
爵
家
所
蔵
史

料
を
写
し
た
も
の
を
適
宜
合
冊
し
た
も
の
で
、
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
史
料
に
は

（
訓
）

千
秋
文
庫
や
佐
竹
文
庫
，
（
宗
家
）
に
現
存
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
に
つ
い
て
、
光
得
は
『
目
録
』
で
次
の
よ
う
な
見

正
宗
寺
蔵
本
二
〆
最
初
二
北
酒
出
氏
ノ
文
書
ヲ
一
記
シ
、
次
二
佐
竹
文
書
ヲ

（
ハ
）

（
ロ
）

と
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
に
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
に
表
１
と
同
じ
文
書

（
郷
）

が
あ
る
。
第
二
に
表
１
の
６
．
過
１
Ｍ
は
一
連
の
文
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関

（
鈍
）

連
す
る
文
書
を
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
に
見
い
だ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
が

本
来
は
一
連
の
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文

書
」
の
亀
岡
新
介
文
書
分
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
天
文
六
年
一
二
月
に
写
し
た
と

い
う
が
㈲
そ
の
時
期
は
第
二
の
理
由
に
あ
げ
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
佐
竹
基
親
が

将
軍
足
利
義
晴
の
御
内
書
を
携
え
て
下
向
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
の
際
に
携

行
し
た
文
書
を
写
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
基
親
の

通
称
は
系
図
に
よ
れ
ば
「
新
介
」
で
あ
る
点
が
傍
証
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
亀
岡
」
と
い
う
姓
で
あ
る
。
酒
出
氏
は
、
馬

（
妬
）

場
や
大
山
と
称
し
た
こ
と
は
あ
る
。
こ
れ
ら
は
所
領
や
母
方
の
姓
な
ど
由
来
が

表1 ｢正宗寺本佐竹家文書」所有の亀岡新介分

｜
、
．
Ｊ

市
川
ハ
リ

ノ
ー
、

¥o

1

2

ｑ
Ｕ

4

5

r，

0

7

8

9

10

II

12

13

1-1

年号月日

長享3年4月日

天文3年2月25日

応永5年12月11日

応永5年12月11日

応永5年12月12日

(天文6年）3月3日

建武3年6月Ill」

建武3年9月3日

建武3年5月7日

元弘3年5月8日

貞治3年12月3日

(天文6年）3月3日

(天文6年）3月5日

(天文6年）3月3日

史料名

佐竹義瞬一字状

室町幕府奉行人連署下知状

室町幕府奉行人連署下知状

室町幕府奉行人連署下知状

片岡高重書状

足利義晴組I内言

足利尊氏下文

室町幕府執事高師直奉書

足利尊氏御判御教書

足利尊氏御判御教書

足利義詮御判御教書

大館高信書状

大館常興書状

大館高信書状
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あ
り
、
理
由
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
亀
岡
」
と
い
う
姓
の
由
来

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
酒
出
氏
は
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
や
「
正
宗
寺
佐
竹

文
書
」
を
見
る
限
り
、
南
北
朝
・
室
町
期
は
一
貫
し
て
「
佐
竹
」
姓
で
あ
っ
て
、

「
亀
岡
」
姓
が
見
ら
れ
る
の
は
、
表
５
の
１
の
充
所
の
亀
岡
常
陸
介
と
、
「
正

（
郡
）

宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
の
前
書
及
び
奥
書
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
を
検
討
し
て
み

よ
う
。

（
釘
）

酒
出
氏
所
蔵
の
系
図
の
瞬
方
の
項
に
「
本
名
光
家
」
と
あ
り
、
「
長
享
年
中

二
常
陸
国
右
京
大
夫
義
瞬
ョ
リ
ー
字
ヲ
義
方
江
遣
ス
、
上
様
一
字
ニ
ア
ル
間
、

瞬
方
卜
改
也
、
義
ノ
字
ヲ
畏
也
」
と
あ
っ
て
、
光
家
が
義
方
に
改
名
し
た
事
実

を
伝
え
、
表
１
の
１
を
裏
付
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
系
図
は
あ
く
ま
で
も
伝
承

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
系
図
は
天
文
六
年
に
写
し
た
も

の
で
、
光
家
の
子
基
親
が
常
陸
に
下
向
し
た
時
期
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
書
写

時
期
か
ら
見
て
、
底
本
の
伝
承
を
無
批
判
に
書
き
写
し
た
と
は
言
い
難
く
、
奉

公
衆
佐
竹
氏
の
側
に
も
改
名
の
事
実
が
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な

（
蝿
）

い
だ
ろ
う
。
ま
た
光
家
の
官
途
は
「
常
陸
介
」
で
あ
り
、
表
１
の
１
の
亀
岡

「
常
陸
介
」
と
一
致
し
、
亀
岡
常
陸
介
と
佐
竹
光
家
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
と

み
な
せ
よ
う
。

視
点
を
変
え
て
、
佐
竹
義
篤
（
南
北
朝
期
の
人
物
）
の
子
か
ら
分
か
れ
た
大

山
氏
宛
の
文
書
を
見
る
と
、
正
長
元
年
八
月
一
八
日
の
足
利
持
氏
感
状
写
で
は

佐
竹
因
幡
入
道
宛
で
あ
る
。
し
か
し
翌
二
年
八
月
二
三
日
の
持
氏
感
状
で
は
大

山
因
幡
入
道
宛
と
な
っ
て
お
り
、
以
後
、
確
実
に
年
が
判
明
す
る
文
書
で
は
佐

（
鯛
）

竹
姓
で
は
な
く
大
山
姓
で
あ
る
。

他
の
佐
竹
氏
一
門
を
見
る
と
、
系
譜
未
詳
な
が
ら
白
石
氏
は
、
応
永
三
年
六

月
一
二
日
足
利
氏
満
御
教
書
写
で
は
佐
竹
彦
四
郎
宛
で
あ
る
が
、
応
永
二
五
年

（
岨
）

四
月
二
六
日
足
利
持
氏
御
教
書
写
で
は
白
石
彦
四
郎
入
道
宛
と
か
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
佐
竹
氏
一
門
の
山
入
氏
の
分
流
で
陸
奥
国
依
上
保
に
所
領
を
持
つ
一
族
も

（
Ⅲ
）

応
永
三
○
年
九
月
三
○
日
持
氏
御
教
書
で
は
「
佐
竹
依
上
三
郎
」
で
あ
っ
た
が
、

（
枢
）

翌
年
六
月
一
三
日
持
氏
所
領
給
与
状
で
は
単
に
「
依
上
三
郎
」
で
あ
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
室
町
期
の
東
国
で
は
、
佐
竹
氏
嫡
流
以
外
に
は
佐
竹
姓
を

（
蝿
）

使
用
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
亀
岡
」
の
姓

は
そ
の
由
来
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
守
護
佐
竹
氏
が
嫡
流
以
外
は
佐
竹
姓
を

名
乗
ら
せ
な
い
た
め
に
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
表
１
の
一
四
通
は
、

①
守
護
佐
竹
氏
と
奉
公
衆
佐
竹
氏
と
の
関
わ
り
を
し
め
す
文
書
（
１
）

②
天
文
六
年
に
奉
公
衆
佐
竹
氏
に
対
し
て
守
護
佐
竹
氏
の
忠
節
が
神
妙
で

あ
り
、
そ
の
旨
を
佐
竹
義
篇
に
伝
え
よ
と
す
る
御
内
書
が
出
さ
れ
た
が
、

そ
れ
に
関
わ
る
文
書
（
６
．
吃
１
Ｍ
）

③
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
所
領
に
関
わ
る
文
書
（
７
１
Ⅱ
）

④
奉
公
衆
佐
竹
氏
が
東
国
下
向
す
る
際
の
過
書
（
２
１
５
）

と
分
類
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
②
は
奉
公
衆
佐
竹
氏
が
下
向
す
る
に
必
要

な
文
書
で
あ
る
。
そ
の
他
は
奉
公
衆
佐
竹
氏
が
ど
の
よ
う
な
家
で
あ
り
、
東
国

と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
を
し
め
す
文
書
と
考
え
ら
れ
る
も
の

を
所
持
し
て
い
る
文
書
中
か
ら
基
親
が
選
ん
だ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
要
す
る
に
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
の
亀
岡
新
介
蔵
本
の
一
四
通
と

は
、
佐
竹
基
親
所
蔵
の
一
四
通
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
酒
出
文
書
」

の
一
部
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
こ
の
う
ち
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
に
見
え
な

い
分
は
天
文
六
年
か
ら
元
禄
年
中
の
間
に
散
逸
し
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
光
得
が
『
目
録
』
で
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
中
、
佐
竹
文
書
と
断
じ

た
の
は
、
次
の
五
通
で
あ
る
。

①
建
武
四
年
三
月
二
六
日
足
利
尊
氏
下
文

｜
、
ノ

泥
７

ノ
ー
、
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②
建
武
四
年
三
月
二
六
日
室
町
幕
府
御
教
書

③
貞
和
二
年
五
月
一
七
日
室
町
幕
府
御
教
書

④
建
武
三
年
九
月
二
八
日
室
町
幕
府
御
判
御
教
書

⑤
文
和
四
年
二
月
二
日
佐
竹
義
篤
譲
状

「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
の
⑤
の
文
和
四
年
の
部
分
に
「
永
禄
九
年
迄
ハ
ニ

百
十
二
年
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
光
得
が
写
し
た
底
本
に
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

（
Ⅱ
）

一
応
）

右
の
五
通
は
、
「
北
氏
所
蔵
佐
竹
系
図
」
や
「
清
音
寺
蔵
本
佐
竹
諸
家
系
図
」

一
帖
一

に
も
写
が
あ
っ
て
、
洲
川
氏
の
文
書
写
と
は
別
に
各
地
で
諜
写
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

一
Ｆ
）

と
こ
ろ
で
前
節
で
検
討
を
留
保
し
た
「
御
蔵
書
目
録
」
乾
を
改
め
て
褐
げ
よ

弓
ノ
○

一
、
建
武
四
年
足
利
尊
氏
卿
御
下
文
一
辿

一
、
同
年
貞
和
二
年
高
武
蔵
守
御
直
書
二
通

一
、
建
武
三
年
尊
氏
卿
御
感
書
一
辿

一
、
文
和
山
年
佐
竹
右
馬
椛
頭
義
購
公
御
縦
帖
ゲ
ー
血

右
に
あ
げ
た
五
通
の
所
在
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
か
し
文
書
名
と
配
列
を
見
る
な
ら
ば
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
の
佐
竹
文
書

と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
佐
竹
文
書
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
右
の
五
通
は
、
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
の
佐
竹
文
書
の

｛
杷
一

写
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
小
括

こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
、
「
酒
出
文
書
」
を
復
元
す
る
と
、
表
２

本へ

酒'I'
出m

学一
秀芳
賢一
所

蔵

（
柏
）

３
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
に
は
史
料
の
存
在
の
み
し
め
す
も
の
、
酒
出
氏
の

先
祖
が
他
家
に
伝
来
し
た
史
料
を
何
ら
か
の
機
会
に
写
し
た
も
の
、
古
文
書
学

が
定
義
す
る
古
文
書
以
外
の
も
の
が
含
ま
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
よ
り
こ
の
方

が
よ
り
実
態
に
近
い
文
字
史
料
の
復
元
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
「
酒
出
文
書
」
は
、
原
史
料
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め

復
元
し
え
た
の
は
、
秋
田
藩
の
修
史
事
業
の
な
か
で
酒
出
氏
が
文
書
所
に
提
出

し
た
り
、
文
書
所
が
家
譜
編
纂
で
洲
査
し
た
な
か
で
見
川
し
た
も
の
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
方
法
に
よ
り
散
逸
し
た
文
書
を
復
元
で
き
た
反
而
、
表
２
１
３
と
系

図
と
を
比
較
す
る
と
「
澗
出
文
書
」
は
韮
親
ま
で
の
史
料
で
、
政
直
以
降
の
そ

れ
は
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
政
直
以
降
の
文
書
の
欠
如
を
指
摘
で
き
な
い
と
い
つ

（
卵
）

た
川
越
が
あ
り
、
油
川
氏
が
元
禄
・
宝
永
則
に
所
持
し
た
文
書
を
す
べ
て
復
元

し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
復
元
し
た
「
酒
川
文
書
」
と
酒
川
氏
の
系
図
と
を
比
較
す
る
と
、
序
章

で
ふ
れ
た
よ
う
に
前
者
に
あ
っ
て
後
樹
に
見
え
な
い
人
物
が
い
る
。
ま
た
奉
公

衆
休
竹
氏
の
動
向
も
は
っ
き
り
し
な
い
点
が
あ
る
。
次
噸
で
は
こ
う
し
た
川
越

を
念
頭
に
脳
き
な
が
ら
、
本
公
衆
仇
竹
氏
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

る
『

第
一
節
南
北
朝
期
ま
で
の
動
向

近
世
酒
出
氏
の
祖
は
、
源
頼
朝
の
追
討
を
受
け
た
佐
竹
秀
義
の
子
季
義
で
あ

｛
劃
）

る
。
享
禄
三
年
の
本
奥
書
を
持
つ
「
美
乃
佐
竹
系
図
」
等
の
諸
系
図
は
季
義
に

「
北
澗
川
」
と
注
し
て
い
る
。
酒
川
は
常
陸
回
の
地
名
で
、
秀
義
の
所
領
の
う

（
兇
）

ち
に
見
い
だ
せ
る
が
、
季
義
と
酒
出
と
の
関
わ
り
は
不
明
で
あ
る
。

「
美
乃
佐
竹
系
図
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
系
図
は
季
義
が
美
濃
国
に
居
住
し

第
二
章
奉
公
衆
佐
竹
氏

｜
、
ｊ

布
８く
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（
卵
）

た
と
一
記
し
て
い
る
。
佐
竹
氏
と
美
濃
国
と
の
関
係
は
、
網
野
善
彦
氏
が
推
測
さ

れ
た
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
が
秀
義
に
山
口
郷
を
給
与
し
た
こ
と
を
噴
矢
と
す
る
の

（
訓
）
（
師
）

だ
ろ
う
。
し
か
し
季
義
は
寛
元
二
年
ま
で
は
鎌
倉
に
い
た
よ
う
で
、
美
濃
国
居

住
の
事
実
を
裏
づ
け
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
季
義
の
子
公
義
が
美
濃
国
上
有

（
詔
）

智
庄
に
所
領
を
持
ち
、
上
有
智
と
号
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
季
義
流
と
美
濃

国
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
る
。

下
っ
て
鎌
倉
末
期
、
伊
勢
国
守
護
領
庄
田
方
の
所
当
・
公
事
を
め
ぐ
る
訴
訟

（
訂
）

で
の
両
使
の
一
人
に
「
佐
竹
四
郎
五
郎
入
道
義
念
」
を
見
い
だ
せ
る
。
鎌
倉
時

代
の
佐
竹
氏
と
西
国
と
の
関
わ
り
を
し
め
す
史
料
だ
が
、
義
念
は
諸
系
図
に
は

（
銘
）

見
い
だ
せ
な
い
。

さ
ら
に
下
っ
て
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
、
「
酒
出
文
書
」
に
次
の
よ
う
な
文
書
を

見
い
だ
せ
る
（
表
２
の
１
）
・

知
行
分
所
領
事
、
於
濫
妨
狼
籍
之
輩
者
為
処
罪
科
可
注
申
交
名
之
状
如
件
、

元
弘
三
年
五
月
廿
八
日

〈
足
利
尚
氏
〉

源
朝
臣
（
花
押
影
）

（
光
雅
）

佐
竹
弥
六
殿

右
の
史
料
は
、
足
利
高
氏
が
六
波
羅
探
題
滅
亡
後
、
後
醍
醐
天
皇
の
帰
京
ま

（
弱
）

で
の
間
に
出
し
た
も
の
で
、
他
に
三
通
同
文
の
文
書
が
あ
る
。
光
基
は
、
元
弘

三
年
五
月
二
五
日
に
高
氏
方
に
馳
せ
参
じ
て
い
る
か
ら
（
表
２
の
２
）
、
高
氏

の
六
波
羅
攻
め
に
参
加
せ
ず
、
高
氏
の
勝
利
後
、
高
氏
方
に
身
を
投
じ
、
右
の

文
書
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

光
基
は
系
図
に
は
見
え
な
い
。
佐
竹
貞
義
家
譜
正
慶
二
年
五
月
二
五
日
条
で

は
光
基
を
後
に
ふ
れ
る
義
基
の
兄
弟
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、
確
一
証
は
な
い
。

（
本
力
）

光
基
は
美
濃
国
山
口
・
弾
正
庄
、
備
中
国
橋
口
庄
友
弘
名
の
地
頭
で
（
表
２
の

２
）
、
美
濃
国
に
西
遷
し
た
御
家
人
で
は
あ
る
。
山
口
庄
を
後
の
史
料
に
多
く

見
る
山
口
郷
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
秀
義
か
ら
代
々
相
伝
し
た
所
領
と
な
る
。

建
武
政
権
崩
壊
の
頃
よ
り
光
基
に
か
わ
っ
て
佐
竹
義
基
の
行
動
が
確
認
で
き

る
。
足
利
尊
氏
は
中
先
代
の
乱
を
き
っ
か
け
に
建
武
政
権
を
離
反
し
、
挙
兵
す

る
が
ゞ
後
醍
醐
天
皇
方
に
敗
れ
、
九
州
に
落
ち
る
。
そ
こ
で
有
力
な
南
朝
方
で

（
帥
〉

あ
る
菊
池
武
敏
を
破
り
体
勢
を
立
て
直
し
、
京
を
目
指
す
。
次
の
史
料
に
よ
れ

ば
、
義
基
は
尊
氏
と
行
動
を
と
も
に
し
た
よ
う
で
あ
る
（
表
２
の
別
）
・

美
乃
国
居
住
一
族
中
一
人
令
供
奉
之
条
、
殊
以
神
妙
、
於
恩
賞
者
追
而
可

有
沙
汰
之
状
如
件
、

（
足
利
尊
氏
力
）

建
武
三
年
五
月
七
日

在
御
判

（
蓑
基
）

佐
竹
次
郎
三
郎
と
の
へ

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
美
濃
国
に
所
領
を
知
行
し
て
い
た
佐
竹
氏
は
、
義
基

を
除
い
て
尊
氏
方
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
が
光
基

は
六
波
羅
探
題
滅
亡
を
聞
い
て
か
ら
尊
氏
方
と
な
っ
て
お
り
、
情
勢
が
明
ら
か

で
は
な
い
場
合
に
は
観
望
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
義
基
は
尊
氏
に

賭
け
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
義
基
は
、
山
門
攻
め
に
参
加
し
た
（
表
２
の
３
．
４
）
。
そ
し
て
義

基
は
、
尊
氏
か
ら
次
の
よ
う
な
史
料
を
与
え
ら
れ
た
（
表
２
の
沼
）
・

一
．
足
利
尊
氏
）

在
御
判

下
佐
竹
次
郎
三
郎
義
基

可
令
早
領
知
美
乃
国
山
口
郷
確
・
同
国
上
有
智
庄
任
・
弾
正
庄
事

右
人
、
為
勲
功
之
賞
所
充
行
也
、
早
守
先
例
可
被
沙
汰
之
状
如
件
、

建
武
三
年
六
月
十
一
日

こ
の
史
料
は
、
「
某
跡
」
が
注
一
記
が
な
く
、
誰
の
所
領
を
没
収
し
た
の
か
明

ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
弾
正
庄
は
光
基
の
所
領
で
あ
っ
た
〈
表
２
の
２
）
し
、

山
口
郷
も
表
２
の
２
に
見
え
る
山
口
庄
だ
と
す
れ
ば
、
光
基
の
所
領
と
な
る
。

｜
ｊ

Ⅷ
９

｜
く
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表2．「酒出文書」一覧

－73－

(10)

NC

1

ワ
］

ｎ
ｏ

4

5

6

ワ
画

8

9

1(）

11

12

13

1ﾉ1
上 詮

一
ｈ
Ｕ

１
１

16

1ｸﾌ
ﾕ 『

H

19

20

j;

22

‘)Q
色tJ

24

9頁
空R」

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

r1f元

00

37

38

qQ
Uu

40

41

42

，1‘1
4，

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

貝′1
ﾋノーヱ

貝R
uu

56

57

横番 年号月日

元弘3年5月28日

元弘3年6月8日

建武3年6月27日

建武3年7月3日

建武4年正月28日

建武4年4月7日

康永2年6月6日

観応3年5月日

観応3年5月14日

貞治3年12月3日

明徳3年12月29日

明徳3年12月30日

明徳4年4月8日

明徳4年4月8日

応永8年6月14日

応永8年6月17日

応永8年6月27日

応永8年8月19日

応永8年8月28日

応永8年9月5日

応永11年4月21日

応永11年5月23日

応永11年5月2-1日

応永11年7月26日

応永13年閏6月8日

応永15年9月27日

応永15年10月2日

応永15年10月2日

応永16年12月12日

応永16年12月13日

(応永34年）12月26日

永享10年11月9日

永享10年11月12日

(永享10年)11月14日

文安3年6月26日

文安5年10月5日

延徳3年5月22日

永正6年3月14日

3月19日

3月鴻日

10月6日

10月6日

7月19日

大永8年2月19日

大永8年2月19日

大

大永8年2月19日

大永8年2月19日

大永8年2月19日

(天文6年）3月5日

(天文6年3月5日）

(天文7年7月27日）

天文7年11月8日

天文12年11月1日

(天文8年）3月5日

8月6日

(年月日未詳）

8年2月19日

史料名

足利尊氏御判御教書写

佐竹光基着到状写

佐竹義基軍忠状写

佐竹義基軍忠状写

佐竹義基軍忠状写

佐竹義基軍忠状写

侍所頭人細川顕氏奉書写

佐竹義景軍忠状写

足利義詮感状写

足利義詮御判御教書写

足利義満御判御教書写

室町幕府管領細川頼元施行状写

足利義満御判御教書写

和泉国守護大内義弘遵行状写

室町幕府管領畠山基国施行状写

美濃国守護土岐頼益遵行状写

美濃国守護代冨嶋某遵行状写

足利義満御判御教書写

室町幕府管領畠山基国施行状写

丹波国守護細ﾉ||満元遵行状写

室町幕府御教書写

丹波国守護細川満元遵行状写

丹波国守護代細川頼益打渡状写

室町幕府管領畠山基国施行状写

室町幕府管領斯波義重施行状写

足利義持御判御教書写

室町幕府管領斯波義重施行状写

室町幕府管領斯波義重施行状写

和泉国守護細川基之遵行状写

和泉国守護細川頼長遵行

伊勢貞長書状写

足利義教御判御教書写

室町幕府管領細川持之施行状写

美濃国守護代石川行長遵行状写

室町幕府管領下知状写

室町幕府管領下知状写

室町幕府奉公人連署奉書写

室町幕府奉公人連署奉書写

楠浦昌勝・曽根昌長連署書状写

曽根昌長書状写

佐竹澄常書状写

佐竹澄常書状写

松田亮致書状写

室町幕府奉行人連署奉書写

室町幕府奉行人連署奉書写

室町幕府奉行人連署奉書写

室町幕府奉行人連署奉書写

室町幕府奉行人連署奉書写

室町幕府奉行人連署奉書写

井上某書状写

播磨もと常書状写

橘某書状写

室町幕府奉行人連署下知状写

室町幕府奉行人連署下知状写

斎藤利政書状写

佐竹義篤書状写

佐竹義昭書状写

t写

原本所在・出典

｢家蔵酒出文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

|~家蔵稲

｢家蔵胆

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

|~家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

|家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵Ⅷ

｢家蔵if

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵i画
ｊ
、
鍔
言ｒ

｢1

｢！

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書’

｢家蔵酒出文書」

|~家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

|~家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

蔑酒出文書」

霞酒出文書」

哉酒出文書」

ｊ
ｊ文書」

l文書」

I文書」
１
Ｊ文書」

「文書」

備 考

正文からの写か。「家蔵酒出文書」が善本。

｢正宗寺本佐竹文書」には上封紙がある。

正文からの写か。足利尊氏の証判あり。

正文からの写か。細川顕氏の証判あり。

正文からの写か。高師直の証判あり。

正文からの写か。証判あるも何人かは未詳。

土岐頼遠にやや近似する。

正文からの写か。証判あるも何人かは未詳。

土岐頼遠にやや近似する。

正文からの写か。

正文からの写か。土岐頼康の証判あり。

正文からの写か。

正文からの写か。

｢家蔵酒出文書」が善本。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か、

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。もと折紙か。

正文からの写か。

正文からの写か。もと折紙か。

正文からの写か。もと折紙か。

正文からの写か。もと折紙か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。
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備考：原本所在は所蔵先の請求記号。佐竹文庫（宗家）は秋田県公文書館。

「家蔵酒出文書」…秋田県公文書館「秋田藩家蔵文書一八」酒出金太夫季親c

「正宗寺本佐竹文書」…東京大学史料編纂所謄写本「佐竹氏旧記」ノL所収佐竹文書。なお85は東京大学史料編墓所影

写本「佐竹文書」（色川本）を参照し、年代を補ったものもある。

『佐竹古文書』…『千秋文庫所蔵佐竹古文書』（東洋書院刊、一九八八）。

表3．存在のみ知りうるもの

－72－

(11)

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

ｏ
“

７
，

'7q
pqJ

74

Ｒ
ｕ

７
，

76

司弓
II

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

1

９
空

ｑ
ｕ

I

5

6

1

2

ｑ
Ｊ

(年月日未詳）

6月14日

6月1-1日

8月8日

8月16日

9月10日

9月9日

7月25日

卯月27日

8月12日

永享10年11月12日

天文6年3月21日

永徳元年3月別日

応永11年8月3日

応永11年11月7日

文明17年3月日

文明17年3月日

文明17年3月日

文明17年3月日

文明17年4月日

文明17年4月II

長享3年4月日

天文3年2月25日

応永5年12月11日

応永5年12月11日

応永5年12月12日

(天文6年）3月3日

建武3年6月11日

建武3年9月3日

建武3年5月7日

(天文6年）3月3日

(天文6年）3月5日

(天文6年）3月3日

佐竹義昭書状写

大館晴光書状写

大館晴光書状写

大館晴光書状写

浄元書状写

大清軒書状写

山名時爆書状写

雅口書状写

知恩院光然書状写

将信（？）書状写

室町幕府管領細川持之施行状写

大館尚氏書状写

佐竹氏寄進領等書上写

古本佐竹系図

室町幕府御教書

越中国守護代遊佐長護遵行状

道秀・道宗打渡状

随兵日記

白弓袋事

弓場始射手

弓法秘抄上

弓法貫書秘抄

犬追物聞書

申状

間諜

万立JJIU!

佐竹義瞬名字状写

室町幕府奉行人連署下知状写

室町幕府奉行人連署下知状写

室町幕府奉行人連署下知状写

片岡高重書状写

足利義晴御門苦写

足利尊氏下文写

室町幕府執事高師直奉書写

足利尊氏御判御教書写

大館i自j信書状写

大館常興書状写

大館高信書状写

室町幕府番衆申状写

室町幕府奉行衆陳状写

室町幕府番衆重申状写

室町幕府奉行衆重陳状写

室町幕府番衆重申状写

室ⅢJ幕府番衆重申状写

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵酒出文書」

｢家蔵掴

｢家蔵池

｢家蔵掴

｢家蔵酒出文書」

佐竹文書(宗家IAS175-9

佐竹文書(宗家)AS288.2-6

『佐竹古文書』5号

『佐竹古文書』6号

『佐竹古文書」7号

千秋文庫古記録mi

f秋姻i古記録7－(2)

千秋文庫古記録7－(3)

千秋文恥

千秋文悶

千秋文醗

千秋文庫古記録7－(9)

千秋文庫古記録7-(81?(10)?

千秋文庫古記録7－(8)?(1’？

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書」

｢正宗寺本佐竹文書_’

１
１文書」

I文書」

l文書」

録7引4）

録7－(5)

録7－(71

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

正文からの写か。

案文からの写か。33と同文．

案文からの写か。

奥書に「鎌府相承院」の本を写すとあり。

天文6年9月23日書写。

｢御文書」一に写あり。

｢御文書」一に写あり。

｢御文書」一に写あり。

元禄・宝永期の写本。永正8年書写の写。

同上．永正16年書写の写。

同上c

同上。享禄4年筆の写。

同上。享禄4年筆の写。

同上。永正6年筆の写．

同上。81－1～6は、申状所収文書．

同上。no.ならば享禄4年書写の写。

同上。(1jならば享禄4年書写の写。

正文からの写か。

案文からの写か。年代は色川本による。

案文からの写か。

案文からの写か。

案文からの写か。

正文からの写か。

9卜l～3は一連の校正案文。「治部兵衛

大夫銘也」とあり。

案文からの写か。

案文からの写か。

案文からの写か。

No

1

2

3

4

5

6

ワ
８

8

史 料名

弓法表紙書物

弓法書表紙無

弓法覚書

惣系図

建武四年足利尊氏卿御下文

建武四年貞和二年高武蔵守御直答

建武三年尊氏卿御感書

文和四年佐竹右馬権頭義篤公御識帖写

数
固
唾

121111

37冊

79冊

1通

1通

2通

1通

1通

備 考

表2史料との関係不明。

同上。

同上。

同上。

｢正宗寺本佐竹文菩」所収建武4年3月26日足利尊氏下文と同じか。

同上所収建武4年3月26日及び貞和2年5月17日室町幕府執事奉書と同じか。

同上所収建武3年9月28日足利尊氏御判御教書と同じか。

同上所収文和1年2月11日佐竹義篤譲状と同じか。



｢酒出文書」と奉公衆佐竹氏

上
有
智
庄
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
季
義
の
子
公
義
の
所
領
と
す
る
所
伝
が
あ

（
剛
）り

、
季
義
流
の
所
領
の
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
義
基
は
美
膿
国
の
一
族

の
所
領
を
給
与
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
義
基
は
、
美
濃
旧
に
所
領
を

持
つ
一
族
の
な
か
で
は
傍
流
に
す
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
尊
氏
に
賭
け
て
美

濃
国
内
の
一
族
の
所
領
を
得
た
の
で
あ
る
。

翌
建
武
四
年
正
月
、
義
基
は
佐
竹
桶
磨
権
守
義
教
と
美
濃
国
で
戦
っ
て
い
る

（
表
２
の
５
）
・
義
基
の
所
領
稚
得
に
対
す
る
反
発
だ
ろ
う
。
網
野
氏
は
義
教

の
軍
事
拠
点
か
ら
見
て
、
弾
正
庄
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

（
鑓
）

さ
れ
る
。
系
図
に
よ
れ
ば
、
義
教
は
季
義
の
長
子
義
資
の
孫
に
あ
た
る
。
光
基

が
弥
六
、
義
基
が
次
郎
三
郎
と
官
途
を
称
し
て
い
な
い
が
、
義
教
は
撚
勝
権
守

を
称
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
義
教
を
季
義
流
の
嫡
流
と
す
る
「
佐
竹
氏
族
系

図
引
証
本
」
の
見
解
は
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。

義
基
は
建
武
四
年
三
・
Ｗ
月
に
美
濃
国
武
義
口
等
で
戦
っ
て
い
る
（
表
２
の

（
い
）６

）
。
し
か
し
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
義
基
は
活
動
の
拠
点
を
美
濃
川
か
ら
京

に
う
つ
し
た
よ
う
で
あ
る
（
表
２
の
７
）
・

佐
竹
次
郎
三
郎
義
基
申
国
所
役
事
、
義
基
為
在
京
人
之
上
者
、
早
可
被
免

除
国
役
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

（
細
川
瀕
氏
）

康
永
二
年
六
月
六
Ⅱ
兵
部
少
輔
〈
花
押
影
）

（
執
服
）

土
岐
刑
部
権
少
輔
殿

こ
の
史
料
に
よ
り
、
義
基
が
「
在
京
人
」
、
つ
ま
り
将
軍
よ
り
直
接
把
握
さ

れ
る
立
場
で
あ
っ
た
の
で
、
国
役
の
免
除
を
得
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
奉
公
衆

（
脚
）

佐
竹
氏
の
基
礎
が
築
か
れ
る
。
諸
系
図
に
よ
れ
ば
、
義
基
は
、
そ
の
子
英
文
を

京
都
五
山
の
筆
頭
南
禅
寺
の
塔
頭
東
禅
院
の
開
基
に
し
て
い
る
。

（
縄
）

と
こ
ろ
で
康
永
四
年
八
月
二
九
日
に
相
国
寺
供
養
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
随
兵
・

帯
刀
以
下
の
交
名
に
義
基
の
名
は
見
え
な
い
。
し
か
し
随
兵
に
佐
竹
師
義
と
和

泉
守
義
長
の
名
が
相
並
ん
で
見
え
る
。

帥
義
は
常
陸
国
守
護
貞
義
の
子
で
、
応
永
年
間
、
嫡
家
と
常
陸
国
守
護
と
争

う
川
入
氏
の
祖
で
あ
る
。
貞
義
と
そ
の
子
義
篤
は
常
陸
国
で
南
朝
方
と
戦
っ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
師
義
は
尊
氏
の
九
州
没
落
に
同
行
し
た
尊
氏
の
股
肱
の
武

（
妬
）

将
で
あ
る
。

義
長
は
、
系
図
に
よ
れ
ば
、
建
武
四
年
に
義
基
と
美
濃
脚
で
戦
っ
た
義
数
の

子
で
あ
る
。
と
す
る
と
い
っ
た
ん
室
町
幕
府
に
反
抗
し
た
義
教
、
あ
る
い
は
そ

の
子
義
長
が
幕
府
に
帰
参
し
た
の
で
あ
る
。
義
長
は
和
泉
守
と
い
う
官
途
を
有

し
ゞ
尊
氏
の
信
頼
の
厚
い
師
義
と
並
ん
で
随
兵
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
事
実

（
柳
）

は
季
義
流
の
嫡
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

義
長
は
貞
和
五
年
八
月
の
高
帥
直
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
師
義
と
と
も
に
師
直
方

（
鑓
）

に
立
ち
、
足
利
直
義
邸
を
囲
ん
で
い
る
。
そ
し
て
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
義
長

は
活
動
の
拠
点
を
東
国
に
か
え
て
い
る
。

Ⅲ
覚
寺
正
続
院
雑
掌
帰
法
申
、
州
模
伺
毛
利
庄
厚
水
郷
半
分
事
、
可
沙
汰

付
之
旨
、
先
度
被
仰
古
庄
右
馬
允
入
道
・
座
間
太
郎
左
衛
Ⅲ
尉
之
処
、
三

（
高
通
）三

浦
介
代
官
依
支
申
、
不
打
渡
之
由
、
各
所
注
進
也
、
所
詮
縦
雌
支
申
、

任
去
五
Ⅱ
十
三
日
御
寄
付
状
井
同
日
御
施
行
状
、
厳
裕
沙
汰
付
子
帰
法
、

可
被
執
進
請
取
状
者
、
依
仰
執
達
如
件
、

（
上
杉
態
甑
）

観
応
二
年
七
月
廿
二
日
散
位
（
花
押
）

（
義
畏
）
（
的
）

佐
竹
和
泉
前
司
殿
。

｛
和
｝

右
に
引
用
し
た
史
料
か
ら
義
長
を
相
模
国
守
護
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か

し
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
一
方
の
当
事
者
が
相
模
国
に
少
な
か
ら
ぬ
勢
力
を
持
ち
、

観
応
二
年
一
○
月
に
は
同
国
守
護
と
し
て
の
確
実
な
活
動
を
見
い
だ
せ
る
三
浦

（
汀
）

高
継
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
遵
行
は
高
継
以
外
の
人
物
に
命
じ
ら
れ
る
わ
け
で
、

両
使
で
な
い
と
す
る
理
由
で
守
護
を
認
定
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
実
際
、

－71－
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観
応
二
年
一
二
月
六
日
、
直
義
は
正
統
院
領
相
模
国
秋
葉
郷
内
信
濃
村
の
濫
妨

（
池
）

停
止
は
義
長
に
命
じ
る
が
、
同
Ⅲ
に
Ｍ
領
相
模
国
石
田
庄
内
津
奥
村
田
畠
在
家

（
羽
）

の
濫
妨
停
止
を
上
杉
宮
内
大
輔
に
命
じ
て
お
り
ゞ
単
独
遵
行
者
が
守
護
な
ら
ば
、

｛
別
）

守
護
が
義
長
と
上
杉
の
二
名
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
観
応
二
年
一
二
月
の

事
例
は
直
義
が
関
東
に
下
向
し
、
兄
尊
氏
と
の
対
立
を
強
め
た
時
期
に
あ
た
る

か
ら
、
特
殊
だ
と
す
る
見
方
も
成
り
立
ち
う
る
。
し
か
し
相
模
国
は
単
独
の
遵

行
が
守
護
と
認
定
す
る
材
料
と
は
な
り
が
た
く
、
高
継
以
前
は
守
護
不
設
置
の

（
石
）

推
測
も
な
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
よ
っ
て
他
に
傍
証
が
な
い
の
で
、
遵
行

の
み
で
は
義
長
を
守
護
と
見
な
し
難
い
と
し
、
単
独
の
使
節
と
し
て
お
き
た
い
。

義
長
が
東
国
に
活
動
の
拠
点
を
移
し
た
の
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想

起
さ
れ
る
の
は
、
貞
和
五
年
の
師
直
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
、
鎌
倉
に
あ
っ
た
足
利

義
詮
が
直
義
に
か
わ
っ
て
幕
政
統
括
者
の
地
位
に
立
つ
た
め
上
洛
し
、
そ
れ
と

入
れ
か
わ
り
に
弟
基
氏
が
鎌
倉
に
下
向
し
た
事
実
で
あ
る
。
義
長
は
基
氏
に
つ

（
布
）

け
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

尊
氏
が
直
義
討
伐
の
た
め
鎌
倉
に
向
け
て
兵
を
進
め
る
が
、
守
護
佐
竹
氏
の

（
汀
）

貞
義
等
は
尊
氏
方
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
義
長
は
、
直
義
方
に
与

し
た
よ
う
で
、
そ
の
所
領
で
あ
っ
た
相
模
国
出
縄
郷
は
遅
く
と
も
文
和
元
年
に

（
沼
）

は
没
収
さ
れ
、
今
川
範
氏
に
給
与
さ
れ
る
。

義
長
の
没
落
に
よ
っ
て
、
京
に
お
け
る
季
義
の
流
は
義
基
の
み
と
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
南
朝
方
の
拠
点
八
幡
攻
撃
に
参
加
し
た
光
基
は
、
守
護
土
岐
頼
康

（
ね
）

の
注
進
に
よ
り
、
観
応
三
年
五
月
一
四
日
、
義
詮
よ
り
感
状
を
与
え
ら
れ
た

（
表
２
の
９
）
。
ま
た
佐
竹
義
景
が
観
応
三
年
、
美
濃
国
か
ら
守
護
頼
康
に
従

い
南
朝
方
と
戦
い
ゞ
軍
忠
状
を
頼
康
に
提
出
し
、
証
判
を
得
て
い
る
（
表
２
の

８
）
・
義
景
の
系
譜
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
美
濃
佐
竹
氏
の
一
族
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
美
濃
国
に
所
領
を
持
つ
他
の
一
族
は
守
護
に
従
う
存
在
で
し
か
な

い
の
に
対
し
、
義
基
は
将
軍
直
属
で
あ
っ
た
。

一
方
、
尊
氏
の
股
肱
Ⅲ
義
は
、
観
応
二
年
、
尊
氏
に
従
い
直
義
討
伐
に
従
軍

し
、
尊
氏
の
東
同
経
営
、
つ
い
で
兄
義
篤
と
と
も
に
尊
氏
上
洛
に
従
い
、
東
寺

（
帥
）

合
戦
等
で
活
躍
し
て
い
る
。
し
か
し
師
義
の
系
統
は
奉
公
衆
と
は
な
ら
ず
に
関

東
に
拠
点
を
移
し
、
「
京
都
扶
持
衆
」
と
し
て
反
佐
竹
氏
嫡
流
勢
力
と
中
核
と

（
別
）

な
る
。義

長
と
い
い
、
師
義
の
系
統
と
い
い
、
京
か
ら
離
れ
た
。
幕
府
の
軍
事
編
成

（
躯
）

の
隊
列
行
進
を
し
め
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
儀
式
や
行
事
の
際
の
行
列
の
記
事

に
よ
り
京
で
の
佐
竹
氏
の
立
場
を
見
る
と
、
延
文
三
年
の
「
宝
艇
院
殿
将
軍
宣

（
鈍
）
（
８
」
（
縄
）

下
↓
記
」
、
貞
治
六
年
の
「
中
殿
御
会
一
記
」
、
明
徳
三
年
の
「
相
国
寺
供
養
一
記
」

（
錨
）

の
随
兵
・
帯
刀
以
下
の
な
か
に
佐
竹
氏
は
見
え
な
い
。
義
長
の
没
落
、
師
義
系

の
関
東
帰
還
に
よ
り
、
京
で
の
佐
竹
氏
の
立
場
は
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

確
実
な
義
基
の
動
向
は
、
康
永
二
年
の
国
役
免
除
状
を
も
っ
て
途
絶
え
、
没

年
す
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。
貞
治
三
年
一
二
月
三
日
、
佐
竹
備
前
守
が
義
詮
よ

り
本
知
行
地
の
安
堵
を
受
け
た
（
表
２
の
血
）
が
、
こ
の
備
前
守
が
義
基
を
指

す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
「
酒
出
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
義
基
の
後
、
孫
三
郎
宣
尚
の
名
が
見

え
る
。
明
徳
三
年
、
宣
尚
は
足
利
義
満
か
ら
丹
波
凶
桑
Ⅲ
寺
以
下
を
充
行
わ
れ

て
い
る
（
表
２
の
、
）
・
さ
ら
に
翌
四
年
、
宣
尚
は
義
満
よ
り
和
泉
国
鶴
原
庄

地
頭
・
領
家
職
事
を
給
与
さ
れ
て
い
る
（
表
２
の
旧
）
・

宣
尚
の
鶴
原
庄
拝
領
の
理
由
に
つ
い
て
、
’
六
世
紀
初
頭
の
史
料
で
は
、
足

｛
師
）

利
義
満
の
弓
の
師
と
し
て
奉
公
し
た
賞
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
宣
尚

は
、
諸
系
図
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
宣
尚
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

元
禄
期
に
酒
出
季
親
が
作
成
し
、
秋
川
藩
に
提
出
し
た
系
図
で
は
、
宣
尚
を

一
郷
）

義
基
の
子
義
尚
の
初
名
で
あ
る
と
｜
記
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
文
書
所
で
は
義
尚

｜
、
１
ノ

０
３

局
Ｊ
Ｏ
イ
ー
ユ

ノ
ー
、



｢酒出文書」と奉公衆佐竹氏

（
閏
）

の
初
名
を
宣
尚
と
す
る
確
実
な
史
料
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
「
佐
竹

氏
族
系
図
引
証
本
」
及
び
「
佐
竹
分
流
系
図
」
で
宣
尚
と
義
尚
の
関
係
に
つ
い

て
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
季
親
は
文
書
所
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
史
料
を

提
出
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
鈍
）

「
南
禅
寺
塔
中
東
禅
院
賢
首
座
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
、
和
泉
守
義
尚
は
義
基

の
子
で
、
法
名
は
頓
超
常
尚
と
い
い
、
応
永
一
一
年
に
存
命
し
て
い
る
。
義
尚

の
系
譜
・
官
途
・
法
名
は
諸
系
図
の
一
記
述
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
表
２
の

錨
ｌ
師
・
咽
Ｉ
鋤
に
見
え
る
佐
竹
和
泉
入
道
常
尚
は
義
尚
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

応
永
一
五
年
、
足
利
義
持
は
鶴
原
庄
領
家
・
地
頭
職
を
義
尚
に
返
付
し
て
お
り

（
表
２
の
妬
）
、
義
尚
が
同
庄
を
か
つ
て
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
佐

竹
氏
と
鶴
原
庄
と
の
関
係
の
は
じ
ま
り
は
さ
き
に
引
用
し
た
明
徳
四
年
の
義
満

の
御
判
御
教
書
写
だ
ろ
う
。
宣
尚
と
義
尚
を
別
人
と
見
て
、
鶴
原
庄
領
家
・
地

頭
職
は
宣
尚
か
ら
義
尚
に
譲
与
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
義
尚
が
明
徳
四
年
か
ら
知
行
し
て
お
り
、
そ
れ
が
没
収
さ
れ
て
、
還
補
さ
れ

た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
義
尚
は
応
永
五
年
に
は
す
で
に
入
道

を
称
し
て
い
る
（
表
２
の
妬
）
が
、
明
徳
四
年
か
ら
応
永
五
年
の
間
に
剃
髪
し

て
い
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
宣
尚
と
義
尚
が
同
一
人
物
と
す

れ
ば
、
明
徳
期
の
孫
三
郎
で
あ
っ
た
が
、
義
満
の
弓
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
地
位
を
高
め
て
応
永
期
ま
で
に
は
和
泉
守
を
称
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
宣
尚
が
義
満
の
弓
の
師
と
い
う
近
習
的
な
立
場
か
ら
見

て
、
立
場
の
上
昇
に
と
も
な
い
将
軍
の
一
字
で
あ
る
「
義
」
の
字
を
拝
領
さ
れ

（
例
）

て
義
尚
と
改
名
し
た
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か

ら
宣
尚
と
義
尚
と
を
同
一
人
物
と
み
な
し
、
以
下
義
尚
に
統
一
し
て
論
を
進
め

て
ゆ
く
。

二
木
謙
一
氏
に
よ
れ
ば
、
小
笠
原
持
長
が
将
軍
足
利
義
教
の
弓
馬
師
範
と
な

々
、
早
止
寺
家
競
望
、
如
元
被
全
常
尚
所
務
之
由
、
所
被
仰
下
也
↑
価
執

達
如
件
、

（
州
山
雌
似
）
〈
朱
劃
）

応
永
十
一
年
四
月
廿
一
日
沙
弥
「
花
押
同
前
」

右
の
史
料
に
見
え
る
「
丹
波
国
拝
師
庄
預
所
半
分
」
は
、
応
永
八
年
に
義
尚

が
義
満
よ
り
給
与
さ
れ
た
「
丹
波
国
天
田
郡
拝
師
庄
領
家
職
半
済
」
を
指
す
の

だ
ろ
う
（
表
２
の
肥
）
・
こ
れ
を
前
提
に
右
の
史
料
を
見
る
と
、
応
永
九
年
に

長
福
寺
が
室
町
幕
府
か
ら
義
尚
が
知
行
し
て
い
る
半
済
分
の
返
還
を
受
け
て
い

る
。
こ
れ
と
さ
き
に
述
べ
た
川
口
郷
の
事
例
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
義

尚
の
幕
府
内
部
で
の
立
場
が
悪
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

（
輔
）

る
。

第
二
節
室
町
期
の
奉
公
衆
佐
竹
氏

応
永
八
年
、
佐
竹
義
尚
は
、
美
濃
国
山
口
郷
の
守
護
使
不
入
の
特
権
を
得
る
。

ま
た
同
年
に
丹
波
国
黒
岡
領
家
半
済
以
下
の
替
と
し
て
同
国
拝
帥
庄
領
家
職
半

済
以
下
を
給
与
さ
れ
る
（
以
上
、
表
２
の
胴
・
喝
）
。

と
こ
ろ
が
翌
九
年
足
利
義
満
は
美
濃
国
山
口
郷
を
義
尚
か
ら
没
収
し
、
相
国

（
別
）

寺
に
寄
進
す
る
。
こ
の
頃
の
義
尚
の
立
場
を
次
に
掲
げ
る
史
料
で
検
討
し
て
み

よ
う
（
表
２
の
劃
）
。

り
、
そ
れ
以
降
小
笠
原
氏
が
故
実
的
世
界
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
か

（
蛇
）ら

、
義
尚
が
義
満
の
弓
の
師
と
し
て
奉
公
し
た
と
し
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
。

義
尚
は
弓
術
に
よ
っ
て
、
義
満
の
近
習
的
存
在
と
な
り
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
京

（
鯛
）

で
の
立
場
を
強
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

丹
波
国
拝
師
庄
預
所
半
分
事
、
目
剃
図
司
五
辻
‐
糊
劉
封
剣
副
矧
唾
永
釧
馴
判
矧
引

１

和
泉
入
道
常
尚
拝
領
以
来
、
多
年
当
知
行
之
間
、
先
々
有
御
沙
汰
被
閣
云

円
御
教
書
、
重
去
月
被
施
行
畢
、
然
而
為
国
中
平
均
半
済
之
随
一
、
佐
竹

－69－
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と
こ
ろ
が
右
の
史
料
の
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
義
尚
は
拝
師
庄
預
所
職
半
分
を

渡
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
長
福
寺
は
重
ね
て
御
教
書
を
得
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
義
尚
は
、
当
知
行
を
理
由
に
返
還
を
求
め
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

右
の
史
料
と
同
年
に
義
尚
は
丹
波
国
拝
師
庄
領
家
職
半
済
以
下
の
安
堵
を
受
け

（
表
２
の
型
）
、
山
口
郷
に
対
す
る
守
護
使
不
入
を
認
め
る
文
書
が
出
さ
れ
て

（
鈴
）

い
る
（
表
２
の
妬
）
・
山
口
郷
が
義
尚
に
返
還
さ
れ
た
の
か
は
疑
わ
し
い
。
と

も
あ
れ
こ
れ
ら
一
連
の
事
実
か
ら
、
義
尚
は
応
永
九
年
に
失
っ
た
、
あ
る
い
は

失
い
か
け
た
所
領
の
回
復
に
つ
と
め
、
あ
る
程
度
達
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
義
尚
の
家
領
回
復
運
動
は
続
き
、
応
永
一
五
年
に
は
義
満
没
後
、
直
ち

に
義
持
に
訴
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
和
泉
国
鶴
原
庄
を
返
還
さ
れ
る
（
表
２
の
妬
）
・

以
上
の
よ
う
に
義
尚
は
応
永
九
年
頃
に
は
所
領
を
失
う
危
機
が
あ
っ
た
。
義

尚
は
義
満
の
弓
の
師
と
し
て
奉
公
し
た
、
い
わ
ば
近
習
的
な
性
格
を
持
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
が
義
尚
の
立
場
を
向
上
さ
せ
る
反
面
、
義
満
と
の
関
係
如
何
で
没

落
に
結
び
つ
き
や
す
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
し
か
し
家
領
回
復
運
動
は
あ

る
程
度
成
功
し
て
い
る
し
、
義
満
没
後
は
義
持
と
の
関
係
も
悪
く
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。

系
図
に
よ
れ
ば
、
義
尚
の
子
は
基
尚
で
あ
る
。
基
尚
関
係
の
史
料
と
し
て
、

次
の
二
通
を
見
て
み
よ
う
。

Ａ
・
佐
竹
彦
三
郎
申
候
親
の
無
実
事
ハ
、
先
年
雪
渓
の
宿
所
に
て
連
歌
の
候

時
、
無
実
之
条
勿
論
候
、
不
便
に
候
、
人
の
申
成
二
如
此
成
行
候
、
以
機

嫌
可
申
披
由
雪
渓
も
被
申
候
、
此
由
次
時
ハ
可
有
御
心
得
候
也
、
恐
々
謹

一
三
口
、

（
山
名
時
鰹
）

九
月
九
日
常
曝
（
花
押
影
）

松
田
八
郎
左
衛
門
尉
殿

（
表
２
の
館
）

読
年
記
之
由
披
露
之
処
、
可
被
成
御
教
書
之
旨
、
被
仰
出
候
、
恐
均
謹
言
、

（
朱
醤
）

「
記
応
永
州
四
年
」

一
一
伊
勢
貞
長
）

十
二
月
廿
六
日

照
心
（
花
押
影
）

（
満
秀
）

松
田
丹
後
守
殿

（
表
２
の
３
１
）

（
ｗ
一

右
の
史
料
に
見
え
る
「
佐
竹
彦
三
郎
」
や
「
佐
竹
和
泉
彦
三
郎
」
は
、
何
人

だ
ろ
う
か
。
諸
系
図
で
は
基
尚
は
「
和
泉
守
」
と
あ
る
の
み
で
、
通
称
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
し
か
し
基
尚
の
子
基
永
の
通
称
が
「
孫
三
郎
」
で
あ
る
（
表
２

の
鑓
）
か
ら
そ
れ
以
外
の
人
物
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
和
泉
彦
三
郎
」
は
も
う

一
代
前
の
前
の
基
尚
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｂ
の
「
和

泉
彦
三
郎
」
も
父
の
官
途
が
和
泉
守
で
あ
る
か
ら
問
題
が
な
く
、
基
永
の
名
の

見
え
る
文
書
の
初
見
が
永
享
一
○
年
で
あ
り
（
前
掲
史
料
）
、
年
代
的
に
見
て

も
基
尚
で
も
何
ら
矛
盾
が
な
い
。
以
上
に
よ
り
右
に
引
用
し
た
二
つ
の
史
料
を

基
尚
に
関
わ
る
も
の
と
見
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

Ａ
の
山
名
時
爆
書
状
は
、
基
尚
の
父
、
す
な
わ
ち
義
尚
の
無
実
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
書
状
の
年
次
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
義
尚
存
命
中
で

（
兜
）

あ
れ
ば
、
Ｂ
よ
り
も
早
い
時
期
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
Ａ
か
ら
、
父
義
尚
が
連
歌

の
席
に
参
加
し
た
こ
と
、
そ
こ
で
罪
を
得
る
よ
う
な
状
態
に
お
ち
い
っ
た
こ
と
、

こ
の
二
点
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
前
者
は
義
尚
の
文
化
的
な
側
面
を
見
る
も

の
で
あ
る
。
後
者
は
、
基
尚
は
父
の
無
実
を
得
る
べ
く
宿
老
山
名
時
照
を
証
人

に
求
め
、
そ
の
了
承
を
得
て
室
町
殿
の
窓
口
と
な
る
松
田
宛
の
Ａ
を
受
け
取
っ

た
の
だ
ろ
う
。
Ａ
の
年
代
如
何
に
よ
っ
て
室
町
殿
が
異
な
る
が
、
い
ず
れ
義
尚

に
せ
よ
基
尚
に
せ
よ
、
宿
老
と
の
関
係
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と

Ｂ
・
佐
竹
和
泉
彦
三
郎
申
、
美
濃
国
山
口
碑
・
丹
波
国
報
恩
寺
妙
淋
・
同
国
桑

田
寺
栗
作
地
頭
職
癖
‐
六
郎
左
衛
門
・
拝
師
庄
領
家
半
済
・
同
大
門
村
事
、
可

（
マ
マ
）

｜
、
Ｊ

Ｒ
）
５

《
ｂ
勺
１

／
Ｉ
、



｢酒出文言」と奉公衆佐竹氏

れ
る
。
あ
る
い
は
弓
術
が
奉
公
衆
佐
竹
氏
と
宿
老
と
を
結
び
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。

さ
き
に
述
べ
た
義
尚
の
所
領
回
復
運
動
が
あ
る
程
度
成
功
し
た
背
景
は
、
こ
こ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

Ｂ
の
伊
勢
貞
長
書
状
は
、
美
濃
国
山
口
郷
以
下
の
所
領
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
が
、
書
状
に
あ
げ
ら
れ
た
所
領
の
う
ち
、
美
濃
国
山
口
郷
は
、
応
永
九
年
に

相
国
寺
に
寄
進
さ
れ
、
貞
長
書
状
の
後
に
一
部
佐
竹
氏
に
返
還
さ
れ
る
か
ら
、

（
的
〉

実
際
は
基
尚
の
所
領
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
と
傍
線
部
と
を
あ
わ

せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
基
尚
は
当
知
行
を
根
拠
に
家
領
の
維
持
を
意
図
し
た
と

解
さ
れ
よ
う
。
応
永
九
年
に
家
領
を
失
い
、
そ
の
回
復
を
し
て
き
た
佐
竹
氏
で

は
あ
っ
た
が
、
応
永
三
四
年
に
至
っ
て
も
ま
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

な
お
Ｂ
は
松
田
満
秀
宛
だ
が
、
実
際
に
は
「
酒
出
文
書
」
と
し
て
伝
来
し
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
基
尚
が
家
領
の
安
堵
を
貞
長
を
通
じ
て
室
町
殿
に
働
き
か

け
、
Ｂ
を
受
け
取
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

基
尚
の
子
基
永
に
な
る
と
、
永
享
一
○
年
、
美
濃
国
山
口
郷
東
方
を
回
復
す

る
（
表
２
の
鋤
）
・
そ
の
御
教
書
に
「
任
度
々
御
判
之
旨
」
と
あ
る
の
は
、
奉

公
佐
竹
氏
は
何
度
か
回
復
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

文
安
二
年
、
基
永
は
山
口
郷
西
を
も
回
復
す
る
。
し
か
し
相
国
寺
に
替
地
の

寄
進
が
条
件
で
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
結
局
相
国
寺
領
の
ま

（
叩
一

ま
で
あ
っ
た
。
ま
た
文
安
三
年
、
基
永
は
和
泉
国
鶴
原
庄
地
頭
・
領
家
職
の
当

知
行
安
堵
を
受
け
（
表
２
の
弱
）
、
同
五
年
に
も
鶴
原
庄
・
山
口
郷
東
の
安
堵

を
受
け
て
い
る
（
表
２
の
記
）
・
後
者
に
は
「
停
止
方
々
競
望
」
と
あ
る
か
ら
、

家
領
確
保
が
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
文
安
期
か
ら
宝
徳
期
に
か
け
て
の
奉
公
衆
の
編
成
を
し
め
す
「
文

一
皿
）

安
年
中
御
番
帳
」
や
「
永
享
以
来
御
番
帳
」
の
四
番
に
見
え
る
「
佐
竹
和
泉
守
」

（
、
）

と
は
、
先
学
の
指
摘
す
る
と
お
り
基
永
だ
ろ
う
。
前
者
の
番
帳
で
は
基
永
は
詰

衆
で
あ
り
、
将
軍
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
康
正
二
年
造
内
裏

（
叩
）

段
銭
井
国
役
引
付
」
で
基
永
は
和
泉
国
鶴
原
庄
の
分
と
し
て
五
貫
文
を
京
済
し

て
い
る
。
ま
た
長
禄
三
年
に
は
、
相
伴
衆
・
守
護
・
公
卿
・
他
の
奉
公
衆
・
奉

（
隅
）

行
衆
等
と
と
も
に
勝
定
院
仏
事
銭
を
三
貫
文
、
法
華
一
部
を
納
め
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
奉
公
衆
と
し
て
の
基
永
の
活
動
で
あ
る
。

（
血
）

基
永
は
、
嘉
吉
二
年
及
び
三
年
に
幕
府
の
的
始
の
射
手
を
つ
と
め
る
。
こ
と

嘉
吉
三
年
は
名
誉
の
一
番
の
射
手
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
小
笠
原
氏

（
脳
）

が
将
軍
弓
馬
師
範
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
奉
公
衆
佐
竹

氏
は
、
弓
の
家
と
し
て
将
軍
の
弓
の
師
か
ら
奉
公
衆
に
と
っ
て
家
門
の
名
誉
・

面
目
と
い
わ
れ
る
的
始
の
射
手
と
な
る
道
を
歩
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

（
叩
）

応
仁
二
年
、
佐
竹
は
美
濃
国
山
口
郷
西
の
代
官
職
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
相

国
寺
側
は
㈲
乱
中
の
こ
と
ゆ
え
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
奉
公
衆
佐

竹
氏
は
相
国
寺
領
の
代
官
職
の
補
任
に
よ
っ
て
山
口
郷
西
の
回
復
を
Ｈ
指
す
の

で
あ
る
。
こ
の
時
の
奉
公
衆
佐
竹
氏
が
基
永
を
な
の
か
、
そ
の
子
光
家
な
の
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
応
仁
の
乱
中
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
は
足
利

義
政
に
仕
え
、
機
会
を
と
ら
え
て
家
領
の
回
復
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
明
一
三
年
、
基
永
の
子
光
家
は
、
将
軍
足
利
義
尚
の
使
者
と
し
て
「
去
年

（
Ⅲ
）

禁
裡
著
新
詠
草
、
可
被
御
覧
」
た
め
に
中
院
通
秀
邸
を
訪
問
し
て
い
る
。
ま
た

（
Ⅷ
）

文
明
一
六
年
正
月
一
六
日
、
幕
府
の
的
始
で
射
手
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら

か
ら
光
家
に
は
奉
公
衆
と
し
て
将
軍
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
、
弓
の
家
と
し
て

の
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
二
つ
を
見
て
み
よ
う
。

文
明
一
七
年
に
奉
公
衆
と
奉
行
衆
が
対
立
す
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
関

係
史
料
は
『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
一
七
、
文
明
一
七
年
五
月
二
三
日
条
以

－ 6 7－
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下
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
『
大
日
本
史
料
』
に
よ
る
と
、
事
件
の
き
っ
か
け

は
奉
公
衆
と
奉
行
衆
と
の
御
礼
参
賀
の
座
次
で
あ
っ
た
。
当
初
は
両
者
の
相
論

か
ら
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
両
者
の
武
力
衝
突
に
ま
で
発
展
し
、
五
月
二
三

日
、
奉
公
衆
側
は
兵
を
挙
げ
、
奉
行
人
飯
尾
元
連
等
を
襲
お
う
と
し
た
た
が
、

室
町
殿
足
利
義
政
が
介
入
し
、
飯
尾
等
の
薙
髪
に
よ
り
事
な
き
を
得
た
。
表
２

の
創
所
収
の
申
状
写
は
、
奉
公
衆
と
奉
行
人
の
相
論
で
提
出
し
た
も
の
で
、

『
大
日
本
史
料
』
未
収
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
酒
出
文
書
」
に
あ
る
の
は
㈲
光
家

が
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
五
月
二
三
Ⅱ
の
奉
公
衆

の
挙
兵
に
は
四
番
は
参
加
し
て
い
な
い
。
光
家
の
父
基
永
は
四
番
に
属
し
た
。

光
家
の
場
合
、
長
享
及
び
明
応
期
の
番
帳
で
は
四
番
で
あ
り
、
隔
佃
豊
彦
氏
が

（
川
）

指
摘
さ
れ
る
番
の
固
定
化
傾
向
か
ら
見
て
、
文
明
一
七
年
の
事
件
に
お
い
て
も

光
家
は
四
番
に
属
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
光
家
は
、
五
月
二
三
日
の

（
川
）

武
力
蜂
起
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

下
っ
て
長
享
元
年
、
将
軍
義
尚
は
六
角
討
伐
に
出
陣
す
る
が
、
光
家
も
参
陣

（
雌
）

し
て
い
る
。
同
年
一
二
月
一
二
日
、
光
家
は
近
江
在
陣
の
将
軍
義
尚
に
働
き
か

（
Ⅷ
）

け
、
相
国
寺
領
美
濃
国
山
口
郷
西
の
代
官
職
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
相
国
寺
側

は
反
撃
を
開
始
す
る
。
在
京
の
東
山
殿
義
政
に
強
く
働
き
か
け
、
光
家
の
代
官

職
補
任
の
撤
回
を
勝
ち
得
る
。
つ
い
で
延
徳
三
年
、
再
び
山
川
郷
西
の
代
官
職

（
川
）

補
任
を
望
ん
だ
が
、
相
国
寺
側
の
反
対
に
遭
い
、
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

時
、
光
家
は
義
政
に
働
き
か
け
て
い
る
。
光
家
の
代
官
職
任
命
の
希
望
の
つ
い

て
、
寺
家
側
は
「
蓋
以
前
常
徳
院
殿
以
御
成
敗
之
筋
目
如
此
、
以
故
自
相
府
寺

家
江
被
仰
出
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
長
享
の
時
に
は
将
軍
義
尚

が
山
口
郷
代
官
職
補
任
の
可
能
性
を
し
め
し
て
光
家
の
要
求
を
退
け
た
よ
う
で
、

光
家
は
そ
れ
に
す
が
っ
て
義
政
に
訴
え
た
の
だ
ろ
う
。
光
家
に
は
「
被
付
替
地

於
相
国
寺
之
後
、
可
被
返
付
之
間
、
可
被
堪
忍
」
し
と
す
る
奉
行
人
奉
書
が
出

し
て
（
表
２
の
訳
）
、
慰
撫
し
て
い
る
。
以
上
は
所
領
関
係
で
は
あ
る
が
、
家

領
回
復
の
た
め
機
会
を
と
ら
え
て
将
軍
や
室
町
殿
に
働
き
か
け
て
、
所
領
を
回

復
し
よ
う
と
す
る
奉
公
衆
光
家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

弓
の
方
だ
が
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
光
家
は
文
明
一
六
年
の
幕
府
の
的
始
に

射
手
と
な
っ
た
が
、
「
凡
立
所
等
不
達
上
聞
、
失
面
目
」
っ
た
た
め
、
切
腹
し

（
順
）

よ
う
と
し
、
他
の
奉
公
衆
等
に
止
め
ら
れ
、
つ
い
で
逐
電
し
て
い
る
。
将
軍
へ

の
上
聞
が
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
強
い
憤
り
に
奉
公
衆
の
意
識
を
読
み
と
れ

（
恥
）

る
が
、
「
歩
立
之
事
、
今
天
下
二
存
知
人
可
成
稀
」
と
後
に
評
価
さ
れ
た
光
家

の
弓
に
対
す
る
強
い
プ
ラ
イ
ド
も
読
み
と
れ
る
。

一
ｍ
）

光
家
は
小
笠
原
元
長
等
よ
り
武
家
故
実
の
相
伝
を
受
け
た
と
い
う
。
『
国
書

総
目
録
』
（
岩
波
書
店
刊
）
で
光
家
（
宗
三
）
の
著
作
を
検
索
す
る
と
、
「
弓

法
書
」
・
「
宗
三
百
四
十
七
条
」
・
「
歩
射
聞
書
」
、
以
上
三
つ
の
弓
術
書
を

見
出
せ
、
弓
術
の
故
実
家
と
し
て
の
活
動
を
し
め
し
て
い
る
。
「
酒
出
文
書
」

に
は
弓
術
書
を
は
じ
め
と
す
る
故
実
書
が
あ
る
く
表
２
の
布
Ｉ
別
、
魂
・
錦
）
・

筆
者
や
年
代
か
ら
光
家
・
澄
常
・
基
親
三
代
に
及
ぶ
も
の
だ
が
、
こ
の
他
に
原

本
不
明
の
多
数
の
弓
道
書
（
表
３
の
１
１
３
）
が
「
酒
出
文
書
」
に
あ
る
。
弓

の
家
奉
公
衆
佐
竹
氏
か
ら
見
て
文
書
の
他
に
こ
れ
ら
故
実
書
が
多
数
伝
来
す
る

の
は
、
然
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
光
家
は
、
長
享
三
年
四
月
、
佐
竹
義
瞬
よ
り
義
方
の
名
を
授
け
ら

れ
て
い
る
（
表
２
の
別
）
・
こ
れ
は
佐
竹
氏
嫡
流
と
の
関
わ
り
を
物
語
る
史
料

で
あ
る
。
し
か
し
守
護
佐
竹
氏
と
の
関
係
が
こ
の
時
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
を
跡

づ
け
て
い
こ
う
。

－66－
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第
三
節
奉
公
衆
と
守
護

「
酒
出
文
書
」
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
表
２
の
、
ｌ
犯
）
。

Ａ
・
佐
竹
伊
予
守
義
宣
申
越
中
国
下
世
河
保
地
頭
職
事
、
度
々
被
施
行
之

処
、
不
事
行
云
々
、
太
不
可
然
、
所
詮
不
日
止
被
官
人
妨
、
可
被
沙
汰

付
一
円
下
地
於
義
宣
代
、
更
不
可
有
緩
怠
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

（
斯
波
義
将
）

至
徳
元
年
三
月
廿
日
左
衛
門
佐
（
花
押
）

（
基
国
）

畠
山
右
衛
門
佐
殿

Ｂ
・
越
中
国
下
与
河
半
分
事
、
早
任
去
月
廿
九
日
御
施
行
之
旨
、
可
沙
汰

（
義
盛
）

付
佐
竹
右
馬
頭
入
道
常
盛
代
之
状
如
件
、

（
遊
佐
長
護
）

応
永
十
一
年
八
月
三
日
沙
弥
（
花
押
）

藤
代
次
郎
兵
衛
尉
殿

Ｃ
・
下
与
河
保
半
分
給
人
北
村
殿
分
事
、
去
八
月
三
日
任
御
奉
書
之
旨
、

（
義
盛
）

下
地
於
可
打
渡
佐
竹
殿
御
代
官
方
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
恐
々
謹
言
、

（
応
永
一
一
年
｝

十
月
七
日
道
宗
（
花
押
）

道
秀
（
花
押
）

安
芸
殿

嶋
田
殿

右
の
史
料
は
、
守
護
佐
竹
氏
の
義
宣
・
義
盛
の
所
領
で
あ
る
越
中
国
下
世
河

保
の
違
乱
停
止
を
内
容
と
し
て
い
る
。
下
世
河
保
は
佐
竹
義
篇
が
義
宣
に
譲
っ

（
川
）

た
所
領
の
一
つ
で
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
で
は
な
く
、
守
護
佐
竹
氏
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。
一
般
に
Ａ
Ｉ
Ｃ
の
よ
う
な
文
書
は
、
充
所
が
守
護
以
下
で
あ
っ
て
も

（
叩
）

訴
訟
の
当
事
者
の
も
と
に
伝
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
と
す
れ
ば
守
護
佐
竹
氏

に
伝
来
す
べ
き
も
の
で
、
右
の
三
通
を
元
禄
・
宝
永
期
に
文
言
所
が
召
し
上
げ
、

現
在
佐
竹
氏
の
史
料
を
伝
え
る
千
秋
文
庫
の
所
蔵
に
帰
し
て
い
る
の
は
不
当
だ

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
実
際
に
は
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
文
書
で
あ
る
「
酒
出
文
書
」
に
伝
来
し

て
い
た
。
も
し
秋
田
藩
で
文
書
改
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
確
実
に
酒
出
氏

に
伝
来
し
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
右
の
三
通
が
「
酒
出
文
書
」
に
伝
来
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
下
世
河
保
が
守
護
佐
竹
氏
か
ら
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
所

領
と
な
り
、
そ
の
た
め
関
係
文
書
が
「
酒
出
文
書
」
に
伝
来
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
守
護
佐
竹
氏
か
ら
奉
公
衆
佐
竹
氏
へ

の
所
領
の
移
動
に
関
わ
る
文
書
や
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
知
行
を
し
め
す
文
書
す
ら

伝
来
し
て
い
な
い
の
が
最
大
の
難
点
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
る
の
は

｛
剛
）

Ａ
で
あ
れ
ば
守
護
以
下
の
文
書
、
Ｂ
・
Ｃ
で
あ
れ
ば
幕
府
・
守
護
の
発
給
文
書

の
散
逸
で
、
そ
れ
以
外
は
確
証
が
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
Ａ
Ｉ
Ｃ
が

「
酒
出
文
書
」
に
伝
来
し
た
理
由
を
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
迂
遠
で
あ
る
が
、

ま
ず
守
護
佐
竹
氏
と
幕
府
の
関
係
か
ら
見
て
お
く
。

本
章
第
一
節
で
関
説
し
た
よ
う
に
義
篤
が
足
利
尊
氏
と
も
に
文
和
二
年
に
上

（
Ⅲ
）

洛
し
、
侍
所
頭
人
兼
山
城
国
守
護
と
な
る
。
義
篤
の
在
職
は
延
文
二
年
に
及
ぶ
。

下
っ
て
応
安
六
・
七
年
及
び
永
和
二
年
の
貢
馬
沙
汰
人
に
管
領
や
西
国
の
有
力

（
醜
）

守
護
と
並
ん
で
佐
竹
義
宣
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
頃
の
貢
馬
沙
汰
人
の
う
ち
東

国
御
家
人
は
、
守
護
佐
竹
氏
の
他
に
小
山
・
上
杉
氏
が
い
る
。
し
か
し
康
暦
元

一
醐
）

年
の
貢
馬
に
は
義
宣
の
名
は
見
え
な
く
な
る
。
そ
の
後
の
貢
馬
沙
汰
人
の
名
は
、

応
永
三
一
年
に
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ
の
頃
は
東
国
か
ら
は
上
杉
氏
だ
け
で
あ

（
鯉
）る

。
関
係
史
料
の
年
代
に
離
れ
て
い
る
が
、
小
山
氏
は
義
政
が
康
暦
二
年
に
鎌

倉
の
足
利
氏
満
の
討
伐
を
蒙
り
、
没
落
す
る
か
ら
、
東
国
御
家
人
の
貢
馬
沙
汰

人
が
上
杉
氏
の
み
に
な
る
の
は
康
暦
二
年
頃
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す

れ
ば
貢
馬
沙
汰
人
か
ら
見
た
限
り
で
は
あ
る
が
、
康
暦
の
頃
を
境
に
し
て
東
国

（
鵬
）

御
家
人
と
幕
府
と
の
関
係
は
断
ち
切
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
守
護
佐
竹
氏
と
幕
府
の
関
係
は
弱
ま
っ
て
ゆ
く
。
反
対
に
奉
公

衆
佐
竹
氏
の
義
尚
は
、
義
満
の
弓
の
師
と
な
り
立
場
を
強
め
て
ゆ
く
。
ま
た
義

尚
と
関
東
に
つ
い
て
見
る
と
、
応
永
五
年
一
二
月
一
一
日
、
義
尚
は
東
国
に
使

者
と
し
て
下
向
す
る
た
め
、
幕
府
よ
り
過
書
を
発
給
さ
れ
て
い
る
（
表
２
の
師

（
脳
）

ｌ
鍋
）
・
う
ち
一
通
は
、
こ
の
年
に
鎌
倉
公
方
足
利
氏
満
が
没
し
て
お
り
、
そ

の
使
節
と
し
て
下
向
す
る
た
め
に
発
給
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
（
表
２
の
師
）
・

他
に
義
尚
が
「
連
々
関
東
へ
所
上
下
向
也
」
の
た
め
に
発
給
さ
れ
て
お
り
（
表

２
の
師
）
、
義
尚
が
京
と
関
東
と
を
往
復
し
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
が
、
そ

の
際
守
護
佐
竹
氏
と
の
接
点
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
下
世
河
保
の
知
行
確
保
の
た
め
、
守
護
佐

竹
氏
が
義
尚
を
通
じ
て
幕
府
に
働
き
か
け
た
と
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
義

尚
は
、
義
満
の
弓
の
師
で
将
軍
に
近
侍
し
て
い
る
う
え
、
山
名
時
牌
の
よ
う
な

宿
老
と
も
交
際
が
あ
っ
た
こ
と
（
表
２
の
“
）
も
守
護
佐
竹
氏
の
訴
え
を
取
り

次
ぎ
、
そ
れ
を
達
成
し
や
す
い
立
場
に
あ
つ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
本
章
第
一
節

で
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
義
尚
と
宣
尚
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
「
宣

尚
」
の
「
宣
」
は
佐
竹
義
宣
の
一
宇
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
守

護
佐
竹
氏
と
奉
公
衆
佐
竹
氏
に
は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
よ
う
。
さ
ら
に
Ａ
Ｉ
Ｃ
の
文
書
が
「
酒
出
文
書
」
に
伝
来
し
て
い
る
の
は
、

実
際
に
訴
訟
に
あ
た
っ
た
の
が
義
尚
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
い
え
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
Ａ
Ｉ
Ｃ
の
史
料
の
伝
来
か
ら
守
護
佐
竹
氏
と
奉
公
衆
佐
竹
氏

の
関
係
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し
そ
の
後
は
両
氏
の
関
係
を
見
い
だ
せ
な
く
な

ブ
（
》
Ｏ

と
こ
ろ
が
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
再
び
守
護
佐
竹
氏
と
奉
公
衆
佐
竹
氏
と
の

関
係
を
見
い
だ
せ
る
（
表
２
の
別
）
。

義
方
「
従
宗
一
三
字
之
時
江
戸
之
蓮
阿
弥
被
害
申
陳
」

（
事
）

長
亭
三
年
四
月
日

（
佐
竹
）

源
義
瞬
（
花
押
影
）

亀
岡
常
陸
介
殿

右
の
史
料
の
発
給
者
は
花
押
影
の
同
定
か
ら
守
護
佐
竹
氏
の
義
瞬
で
あ
ろ
う
。

ま
た
宛
所
で
あ
る
亀
岡
常
陸
介
が
奉
公
衆
佐
竹
光
家
に
比
定
し
う
る
点
は
、
す

で
に
述
べ
た
。

右
の
史
料
か
ら
さ
し
あ
た
り
次
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
光
家
に

対
し
て
佐
竹
姓
を
用
い
て
い
な
い
点
で
守
護
佐
竹
氏
が
上
位
の
関
係
に
あ
る
こ

と
、
し
か
し
「
義
」
の
字
を
与
え
て
い
る
点
に
光
家
に
対
す
る
優
遇
を
う
か
が

え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
守
護
家
と
奉
公
衆
家
と
の
身
分
的
関
係
を
反

映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
の
史
料
の
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
光
家
側
が
守
護
佐
竹
氏
に
働
き
か
け
た
よ

う
で
あ
る
。
右
の
史
料
が
発
給
さ
れ
た
長
享
三
年
四
月
は
、
将
軍
義
尚
が
没
し

て
間
も
な
い
頃
で
あ
り
、
光
家
に
と
っ
て
庇
護
者
を
失
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
守
護
佐
竹
氏
に
接
近
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
家
は
、
義
方
の

名
は
「
上
様
一
字
ニ
ア
ル
間
、
（
中
略
）
、
義
ノ
字
ヲ
畏
」
と
理
由
で
瞬
方
に

改
め
る
（
表
２
の
、
）
・
義
方
か
ら
瞬
方
へ
の
改
名
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
光
家
の
将
軍
家
に
対
す
る
意
識
を
知
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
守
護
佐
竹
氏

を
意
識
し
た
名
に
改
め
、
守
護
佐
竹
氏
と
の
関
係
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。

一
方
守
護
佐
竹
氏
の
側
は
、
右
の
史
料
の
翌
年
に
あ
た
る
延
徳
二
年
、
山
入

（
噸
）

義
藤
・
氏
義
の
攻
撃
に
よ
り
太
田
城
を
追
放
さ
れ
る
。
守
護
佐
竹
氏
と
山
入
氏

は
、
義
瞬
の
曾
祖
父
義
人
が
上
杉
氏
か
ら
養
子
に
入
っ
て
以
来
、
対
立
関
係
に

あ
っ
た
。
長
享
三
年
の
頃
の
情
勢
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
山
入
氏

一
光
京
）
（
「
」
の
部
分
は
追
記
ナ
ラ
ン
｝

｜
、
ノ

餌
灼
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を
は
じ
め
と
す
る
反
対
勢
力
の
圧
迫
が
強
ま
る
な
か
、
そ
れ
を
克
服
す
べ
く
奮

闘
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
な
か
で
光
家
の
接
近
は
、
義
瞬
に
と
っ
て

京
と
の
接
点
を
持
つ
機
会
と
と
ら
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

今
述
べ
た
よ
う
に
守
護
佐
竹
氏
は
、
延
徳
二
年
の
山
入
氏
の
攻
撃
に
よ
り
、

太
田
城
を
追
放
さ
れ
、
文
亀
二
年
帰
還
ま
で
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
守
護

佐
竹
氏
の
後
退
は
、
光
家
に
と
っ
て
は
誤
算
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
さ
き
に
見

た
よ
う
に
光
家
は
延
徳
三
年
に
相
国
寺
領
美
濃
国
山
口
郷
西
の
代
官
職
補
任
を

室
町
殿
足
利
義
政
に
働
き
か
け
て
お
り
、
。
明
応
元
年
後
半
頃
の
番
帳
の
四
番
に

（
脇
）

そ
の
名
が
見
え
る
か
ら
、
守
護
佐
竹
氏
の
家
臣
と
は
な
ら
ず
に
、
奉
公
衆
と
し

て
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。
ま
た
理
康
な
る
人
物
に
弓
術
を
伝
授
し
た
よ
う
で
、

（
剛
）

故
実
家
と
し
て
の
活
動
も
見
ら
れ
る
。

幕
政
は
、
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
、
細
川
氏
内
部
の
抗
争
、
大
内
義
興
の

（
剛
）

上
洛
と
相
次
ぐ
。
系
図
に
よ
れ
ば
、
光
家
は
永
正
四
年
一
二
月
二
八
日
、
美
濃

国
で
討
死
し
、
享
年
は
五
六
才
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
（
表
２
の
弧
）
・

光
家
の
あ
と
は
澄
常
が
跡
を
嗣
ぐ
。
「
澄
常
」
の
「
澄
」
が
足
利
義
澄
の
一

字
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
光
家
・
澄
常
父
子
は
、
細
川
政
元
派
と
な
り
、
彼
が
擁

立
し
た
将
軍
足
利
義
澄
に
仕
え
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ

う
に
永
正
六
年
、
澄
常
は
信
濃
国
で
小
笠
原
氏
に
従
っ
て
戦
っ
て
お
り
、
そ
の

（
肌
）

忠
節
に
対
し
て
奉
行
人
奉
書
を
発
給
さ
れ
て
い
る
（
表
２
の
羽
）
が
、
こ
の
奉

書
は
、
足
利
義
詞
・
大
内
義
興
等
の
入
洛
に
よ
り
近
江
に
没
落
し
た
前
将
軍
義

（
醜
）

澄
側
が
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
後
澄
常
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を

と
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

澄
常
は
、
実
子
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、
末
期
に
あ
た
っ
て
弟
松
千
代
に
跡
職

を
譲
る
と
し
て
い
る
（
表
２
の
狐
・
蛇
）
・
系
図
で
は
澄
常
の
没
年
を
三
一
才

（
噸
）

で
あ
る
と
い
う
（
表
２
の
刑
）
。

諸
系
図
は
澄
常
の
弟
と
し
て
基
親
を
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
松
千
代
を

基
親
の
幼
名
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
「
酒
出
文
書
」
で
は
「
佐
竹
彦
三
郎
常

秋
」
が
見
え
る
（
表
２
の
褐
ｌ
蛸
）
・
だ
が
基
親
の
通
称
は
、
彦
三
郎
で
あ
る

か
ら
（
表
２
の
刑
）
、
常
秋
を
基
親
の
初
名
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
常
秋
の
名
は
、
年
次
が
明
ら
か
な
史
料

で
は
大
永
八
年
し
か
見
え
な
い
の
に
対
し
て
、
基
親
の
名
を
明
一
記
し
た
史
料
と

し
て
天
文
六
年
書
写
の
系
図
、
さ
ら
に
享
禄
三
年
書
写
の
本
奥
書
を
持
つ
「
美

乃
佐
竹
系
図
」
に
も
基
親
と
あ
り
、
常
秋
か
ら
基
親
へ
の
改
名
の
反
証
と
な
る

（
剛
）

も
の
は
な
い
。
常
秋
の
名
の
由
来
は
判
然
と
し
な
い
が
、
基
親
の
場
合
は
祖
父
・

曾
机
父
の
一
字
が
「
基
」
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
機
会
に
先
細
の
名
に
一
戻
っ

た
の
だ
ろ
う
。
以
下
、
常
秋
と
基
親
を
同
一
人
物
と
見
て
、
論
を
進
め
て
ゆ
く
。

奉
公
衆
佐
竹
氏
の
家
領
に
つ
い
て
、
基
親
の
頃
に
な
る
と
家
領
経
営
の
不
安

定
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
大
永
八
年
、
家
領
和
泉
国
鶴
原
庄
・
美
濃
国

川
口
郷
東
の
押
領
を
停
止
す
べ
き
旨
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
が
川
さ
れ
て
い
る

（
表
２
の
“
ｌ
鉛
）
・
守
護
被
官
人
等
に
よ
る
押
領
が
戦
国
期
に
至
っ
て
よ
う

や
く
奉
公
衆
佐
竹
氏
領
で
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
丹
波
国
の

所
領
は
見
え
な
い
が
、
知
行
を
放
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
家

領
経
営
は
、
大
永
八
年
の
奉
行
人
奉
書
に
「
可
被
沙
汰
居
常
秋
代
」
と
あ
る
よ

う
に
代
官
が
現
地
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
基
親
の
頃
に
な
る
と
再
び
守
護
佐
竹
氏
と

の
関
係
を
し
め
す
史
料
を
見
い
だ
せ
る
（
表
２
の
鍋
）
・

一
礎
篤
一

佐
竹
次
郎
抽
忠
節
者
可
為
神
妙
旨
、
可
申
届
候
也
、

｜
」
的
認
分
は
追
記
ナ
ラ
ン
）

「
天
文
六
年
也
」

三
月
三
日

（
雛
親
｜

佐
竹
新
介
殿

（
マ
マ
）

一
‐
褒
暗
上
様
也

御
判
（
花
押
影
）
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天
文
一
二
年
、
基
親
は
常
陸
国
に
下
向
す
る
た
め
過
書
の
発
給
を
受
け
て
い

る
（
表
２
の
別
）
・
基
親
の
東
国
下
向
関
係
の
史
料
が
こ
れ
を
も
っ
て
途
絶
え

る
こ
と
か
ら
、
天
文
一
二
年
か
そ
れ
か
ら
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
基
親
は
、

右
の
御
内
書
は
義
篤
宛
で
は
な
い
。
義
篤
宛
の
御
内
書
が
発
給
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
は
、
右
の
御
内
書
の
副
状
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
（
表
２
の
別
Ｉ
兜
）
・

将
軍
足
利
義
晴
は
義
篤
本
人
で
は
な
く
、
基
親
を
通
じ
て
義
篤
の
忠
節
が
神
妙

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
義
篤
が
義
晴
に
使
者
等

を
送
ら
ず
、
基
親
を
通
じ
て
義
篤
の
こ
と
を
義
晴
と
交
渉
し
た
結
果
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

天
文
三
年
に
基
親
は
東
国
下
向
の
た
め
に
過
害
の
発
給
を
受
け
る
（
表
２
の

蹄
）
が
、
右
の
史
料
か
ら
見
て
守
護
佐
竹
氏
が
基
親
を
招
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
基
親
を
通
じ
て
右
の
史
料
の
よ
う
な
幕
府
と
の
交
渉
を

行
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
天
文
六
年
の
下
向
で
基
親
は
「
止
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」

所
収
文
書
を
所
持
し
て
い
る
。
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
由
緒
を
義
篤
に
し
め
す
た
め

だ
ろ
う
。
基
親
は
家
の
歴
史
に
関
心
を
も
っ
た
よ
う
で
、
系
図
を
書
写
し
て
い

る
（
表
２
の
Ⅶ
）
・

天
文
七
年
、
基
親
は
関
東
よ
り
進
上
さ
れ
る
鷹
及
び
馬
の
こ
と
で
関
東
に
下

向
す
る
た
め
、
過
書
を
発
給
さ
れ
て
い
る
（
表
２
の
粥
）
・
何
人
か
ら
の
進
止

か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
義
篤
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
噸
一

天
文
九
年
、
義
篤
は
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
右
馬
椛
頭
に
任
じ
ら
れ
、
天

（
秘
）

文
一
四
年
に
は
従
四
位
に
叙
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
基
親
を
通
じ
て
行
っ
た

運
動
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
基
親
は
義
篤
と
公
家
と
の
関
係
も
と
り
も
っ
て

お
り
（
表
２
の
記
・
髄
）
、
京
に
お
け
る
守
護
佐
竹
氏
の
パ
イ
プ
役
に
も
な
っ

て
い
る
。

以
上
、
佐
竹
家
中
の
「
酒
出
文
書
」
を
復
元
し
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
の
軌
跡
を

お
っ
て
み
た
。
前
者
は
佐
竹
家
中
の
文
書
に
は
不
可
欠
な
作
業
で
あ
り
、
こ
の

作
業
な
し
に
は
史
料
的
性
格
の
検
討
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
あ
え
て
い
わ
ゆ

奉
公
衆
か
ら
守
護
佐
竹
氏
の
家
臣
化
の
道
を
歩
む
の
だ
ろ
う
。

基
親
の
下
向
の
理
由
は
、
義
篤
か
ら
の
誘
い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
さ
き
に
見

た
よ
う
に
基
親
の
家
領
経
営
は
不
安
定
で
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
と
は
い
い
が

た
い
状
態
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
文
六
年
の
常
陸
国
下
向
に
際
し
て
、

大
館
常
興
は
、
過
書
の
他
に
土
岐
頼
芸
・
同
頼
元
・
斎
藤
宗
勝
が
煩
い
な
さ
ぬ

よ
う
下
知
す
る
よ
う
奉
行
人
に
命
じ
て
い
る
（
表
２
の
的
）
が
、
当
時
美
濃
国

は
斎
藤
道
三
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
国
内
が
混
乱
し
た
時
期
で
も
あ
り
、
か
か

（
耐
）

る
状
況
で
の
基
親
の
家
領
の
維
持
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
も

基
親
が
京
に
見
切
り
を
つ
け
、
守
護
佐
竹
氏
の
家
臣
と
な
る
道
を
選
ば
せ
た
の

だ
ろ
う
。

守
護
佐
竹
氏
に
仕
え
た
雅
親
は
、
義
篤
よ
り
常
陸
Ⅲ
馬
場
を
与
え
ら
れ
、
馬

場
を
称
す
。
名
も
篤
親
と
改
め
る
。
守
誰
佐
竹
氏
家
胞
と
し
て
の
基
親
及
び
そ

の
子
孫
の
動
向
は
、
小
論
の
範
州
外
で
あ
る
の
で
、
重
原
の
地
位
に
あ
っ
た
と

述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

守
護
佐
竹
氏
家
臣
と
な
っ
て
も
大
館
哨
光
と
の
交
渉
も
続
い
て
お
り
（
表
２

の
弱
）
、
依
然
雑
府
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
義
篤
の

子
義
昭
の
時
に
は
近
江
川
朽
木
に
没
落
し
た
将
軍
足
利
義
輝
か
ら
の
御
内
書
に

（
期
一

対
す
る
返
書
の
文
案
を
認
め
て
お
り
、
奉
公
衆
と
し
て
鼎
府
に
仕
え
た
経
歴
を

生
か
し
て
い
る
。

終

章
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｢酒出文書」と奉公衆佐竹氏

る
古
文
書
以
外
の
史
料
も
復
元
の
対
象
と
し
た
が
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
実

際
の
史
料
残
存
は
古
文
書
以
外
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
史
料
も
家
文
書
の
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た

だ
「
酒
出
文
書
」
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
年
次
未
詳
の
文
書
を

十
分
利
用
し
得
な
か
っ
た
た
め
、
検
討
で
き
な
か
っ
た
。

奉
公
衆
佐
竹
氏
は
、
平
板
な
事
実
の
羅
列
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
観
は
あ
る
。

そ
れ
で
も
守
護
佐
竹
氏
か
ら
見
れ
ば
ま
っ
た
く
の
傍
流
に
す
ぎ
な
い
奉
公
衆
佐

竹
氏
が
足
利
尊
氏
に
賭
け
て
、
奉
公
衆
の
基
礎
を
築
き
、
弓
に
よ
っ
て
そ
の
地

位
を
不
動
と
し
た
こ
と
、
「
酒
出
文
書
」
を
手
が
か
り
に
守
護
佐
竹
氏
の
訴
訟

に
関
わ
っ
た
り
、
幕
府
と
守
護
佐
竹
氏
と
の
間
を
取
り
持
つ
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
得
た
。
関
係
史
料
の
収
集
が
不
十
分
な
た
め
に
課
題
が

少
な
く
な
い
が
、
そ
う
し
た
点
は
後
日
の
補
正
に
期
し
た
い
。
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（
○
全
）

（
１
）

秋
田
藩
で
家
中
へ
の
文
書
等
の
提
出
を
命
じ
た
史
料
の
概
要
は
、
伊
藤
勝
美
氏
「
『
秋
田

藩
家
蔵
文
書
』
の
成
立
の
過
程
」
（
『
秋
田
県
公
文
言
館
研
究
紀
要
』
三
号
）
を
参
照
。

秋
田
県
公
文
書
館
に
は
こ
れ
以
外
に
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
問
題

は
別
の
機
会
に
譲
る
。

根
岸
茂
夫
氏
「
元
禄
期
秋
田
藩
の
修
史
事
業
」
（
『
栃
木
史
学
』
五
号
）
・

酒
出
氏
は
、
戦
国
期
ま
で
は
佐
竹
氏
を
、
佐
竹
氏
嫡
流
の
家
臣
と
な
っ
て
後
は
、
馬
場
氏
、

つ
い
で
大
山
氏
を
、
さ
ら
に
酒
出
氏
を
称
し
て
い
る
（
『
茨
城
県
史
料
中
世
Ⅳ
』
解
題

参
照
）
・
小
論
で
は
佐
竹
氏
嫡
流
の
家
臣
と
な
る
ま
で
の
過
程
を
扱
う
の
で
、
そ
の
時
期

ま
で
は
酒
出
氏
に
つ
な
が
る
系
統
を
奉
公
衆
佐
竹
氏
、
近
世
大
名
佐
竹
氏
に
つ
な
が
る
系

統
を
守
護
佐
竹
氏
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
奉
公
衆
佐
竹
氏
が
秋
田
入
封
後
の
場
合
に
は
酒
出
氏
、

守
護
佐
竹
氏
を
佐
竹
氏
と
呼
ぶ
。

系
図
は
秋
田
県
公
文
書
館
「
佐
竹
分
流
系
図
」
（
請
求
記
号
Ａ
二
八
八
・
二
’
五
九
○
’

二
六
）
を
底
本
と
し
、
『
新
一
訂
増
補
国
史
大
系
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
等
に
よ
る
補
正
と
小

論
で
の
考
証
結
果
を
あ
わ
せ
て
表
示
し
た
。
利
用
し
た
諸
系
図
は
小
論
で
と
く
に
注
記
し

た
も
の
以
外
は
、
す
べ
て
秋
田
県
公
文
書
館
「
佐
竹
氏
族
系
図
引
証
本
」
（
請
求
一
記
号
Ａ

二
八
八
二
’
六
六
六
）
か
ら
で
あ
る
。
諸
系
図
の
う
ち
『
尊
卑
分
脈
』
は
他
の
系
図
に

比
べ
簡
略
で
、
酒
出
氏
の
祖
季
義
を
秀
義
の
弟
と
す
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る
が
、
原
形
は

南
北
朝
期
に
成
立
し
て
お
り
、
佐
竹
氏
の
系
図
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
。
南
北
朝
期
や
そ

れ
に
近
い
部
分
は
信
頼
で
き
る
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
私
が
知
り
え
た
系
図
は
、
古
く
て
も
戦

国
期
書
写
か
、
原
形
が
一
五
世
紀
後
期
で
あ
る
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
よ
り
も
詳
細
で
あ
る
。

な
お
光
家
の
部
分
は
、
「
佐
竹
分
流
系
図
」
で
は
義
方
と
あ
る
が
、
論
の
必
要
上
、
初
名

を
掲
げ
た
。
ま
た
女
子
分
の
記
載
を
省
略
し
た
。

五
味
文
彦
氏
「
在
京
人
と
そ
の
位
置
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
三
編
八
号
）
、
網
野
善
彦
氏

『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』
（
塙
書
房
刊
、
一
九
九
一
年
）
、
『
茨
城
県
史
料

中
世
編
Ⅳ
』
解
説
等
。

『
茨
城
県
史
料
中
世
編
Ⅳ
』
解
説
。

「
被
仰
渡
控
一
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
だ
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
性
格

の
史
料
で
あ
る
。
小
論
で
引
用
す
る
「
被
仰
渡
控
」
は
す
べ
て
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文

庫
（
宗
家
）
で
あ
る
。

「
元
禄
一
二
年
旗
本
被
仰
渡
控
」
（
請
求
記
号
網
二
八
八
二
’
六
八
’
二
四
）
・

前
注
史
料
。

も
と
も
と
他
家
の
文
書
で
あ
っ
た
が
、
由
緒
等
に
よ
っ
て
家
蔵
の
文
言
と
認
定
さ
れ
た
場

－61－
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合
に
は
『
家
蔵
文
書
』
各
冊
の
目
録
に
そ
の
旨
の
注
記
が
あ
る
。
た
だ
し
「
被
仰
渡
控
」

と
比
較
す
る
と
か
か
る
注
記
の
な
い
冊
も
あ
る
。
そ
の
原
因
は
『
家
蔵
文
書
』
の
各
冊
の

成
立
過
程
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
吃
）
こ
の
点
、
元
禄
期
の
「
被
仰
渡
控
」
各
冊
の
所
収
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
赤
坂
光
康
は
元
禄
一
一
年
七
月
二
六
日
文
書
七
三
通
を
提
出
し
た
（
秋
田
県
公
文

書
館
「
元
禄
家
伝
文
書
」
、
請
求
記
号
Ａ
二
八
八
《
二
’
七
四
二
が
、
文
書
所
で
は
そ

れ
を
す
べ
て
家
蔵
の
文
書
と
認
定
し
、
写
し
た
旨
の
史
料
を
注
（
岨
）
と
同
じ
様
式
で
発

給
し
て
い
る
事
例
（
「
元
禄
一
二
年
在
々
被
仰
渡
控
」
上
、
請
求
記
号
妬
二
八
八
二
’

六
八
’
一
二
）
を
参
照
。

Ｅ
）
「
元
禄
一
三
年
旗
本
被
仰
渡
控
」
（
請
求
記
号
響
一
八
八
・
二
’
六
八
’
五
）

（
皿
）
「
元
禄
一
六
年
旗
本
被
仰
渡
控
」
（
請
求
記
号
妬
二
八
○
’
三
’
四
）

（
焔
）
前
注
史
料
。

（
鴫
）
「
元
禄
家
伝
文
書
」
宝
永
三
年
四
月
二
七
日
付
酒
出
氏
系
図
（
請
求
記
号
Ａ
二
八
八
・
二

’
一
八
一
七
）
・

（
Ⅳ
）
季
親
が
提
出
し
た
系
図
は
「
元
禄
家
伝
文
書
」
中
に
あ
る
（
請
求
記
号
Ａ
二
八
八
・
二
’

一
八
一
四
）
・
注
（
咽
）
史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
系
図
の
内
容
に
つ
い
て
、
文
書
所
は
季

親
に
元
禄
一
三
年
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
、
提
出
時
期
は
そ
れ
以
前
と
な
る
。
注

（
９
）
史
料
か
ら
推
測
す
る
に
、
元
禄
一
二
年
以
前
で
あ
ろ
う
。

「
元
禄
家
伝
文
書
」
に
は
宝
永
三
年
前
後
に
家
中
が
提
出
し
た
系
図
が
多
数
あ
り
、
文

書
所
が
家
中
に
系
図
の
提
出
を
命
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｅ
）
「
宝
永
七
年
旗
本
被
仰
渡
控
」
（
請
求
記
号
網
二
八
八
・
二
’
六
八
’
一
）

Ｅ
）
請
求
記
号
網
二
八
八
・
二
’
六
。

（
鋤
）
こ
の
間
の
事
情
は
、
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
「
寛
政
五
年
発
丑
三
月
廻
座
之
面
々
江
被
仰
渡

控
」
（
請
求
記
号
網
二
八
○
’
三
’
七
）
を
参
照
。
な
お
注
（
喝
）
で
引
用
し
た
酒
出
一

学
宛
の
史
料
の
朱
書
に
⑤
Ｉ
⑬
に
つ
い
て
、
「
此
以
下
九
冊
閉
」
と
あ
る
。
こ
の
注
記
を

「
家
蔵
酒
出
文
書
」
と
の
照
合
し
た
結
果
、
⑤
ｌ
⑬
が
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
味

に
解
し
た
い
。
千
秋
文
庫
所
蔵
分
の
請
求
記
号
は
古
記
録
の
部
七
’
一
’
五
・
七
’
一
○

で
あ
る
。

（
皿
）
『
千
秋
文
庫
所
蔵
佐
竹
古
文
書
』
五
’
七
号
（
東
洋
書
院
刊
、
一
九
八
八
）
・
千
秋
文

庫
の
白
黒
写
真
に
よ
れ
ば
、
道
秀
・
道
宗
打
渡
状
の
袖
の
部
分
に
は
ｌ
他
の
文
書
の
例
か

ら
見
て
お
そ
ら
く
朱
書
で
ｌ
「
酒
出
一
学
季
賢
差
上
之
」
と
記
し
て
あ
っ
て
、
「
御
文
書
」

が
季
親
旧
蔵
と
一
記
し
て
い
る
の
と
鮒
筋
す
る
。
こ
の
点
、
提
出
し
た
の
は
季
親
で
、
注
記

は
季
賢
の
頃
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
か
、
提
出
し
た
の
は
季
賢
で
、
「
御
文
書
」

に
は
季
親
と
記
し
た
と
見
る
か
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
端
裏
の
「
某
差
上
之
‐
一
の
朱
書
は

ほ
と
ん
ど
が
同
筆
で
あ
る
か
ら
、
後
に
ま
と
め
て
記
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
前
者
の
可
能

性
が
高
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
翌
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
大
館
）
・
請
求
記
号
的
○
二
九
’
一
’
一

（
翌
請
求
記
号
網
一
七
五
’
九
。

（
別
）
そ
の
理
由
と
し
て
、
注
（
⑱
）
史
料
と
筆
跡
が
類
似
す
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
（
四
）
史
料
は
奥
書
に
よ
れ
ば
天
文
六
年
書
写
で
あ
る
。

（
妬
）
「
寛
政
五
年
葵
丑
三
月
廻
座
之
面
々
江
被
仰
渡
控
」
に
よ
り
明
和
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て

酒
出
氏
が
文
書
所
の
後
身
で
あ
る
記
録
所
に
提
出
し
た
史
料
が
わ
か
る
が
、
本
節
で
明
ら

か
に
し
得
た
も
の
以
外
の
史
料
の
提
出
し
て
な
い
。

佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
に
「
北
酒
出
伝
四
郎
患
煽
家
憲
源
氏
系
図
」
（
請
求
記
号
躯
二
八
八
・
二
’
四

六
）
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
佐
竹
分
流
系
図
」
所
収
の
酒
出
氏
系
図
の
底
本
で
あ
る
こ
と
が

「
佐
竹
氏
族
系
図
引
証
本
」
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
忠
房
は
酒
出
氏
の
庶
流
だ
が
、
庶
家

分
立
に
際
し
て
惣
領
家
か
ら
忠
房
の
先
祖
に
渡
し
た
の
か
、
庶
子
家
分
立
後
に
写
し
た
も

の
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
「
酒
出
文
書
」
か
ら
除
い
た
。
『
家

蔵
文
書
』
に
は
忠
房
が
提
出
し
た
文
書
の
写
は
な
く
、
「
被
仰
渡
控
」
に
も
忠
房
が
文
書

等
を
提
出
し
た
形
跡
も
見
い
だ
せ
な
い
。

（
記
）
以
下
、
佐
竹
氏
歴
代
の
家
譜
本
文
は
原
武
男
氏
校
訂
『
佐
竹
家
譜
』
（
東
洋
書
院
刊
、
一

九
八
八
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
訂
）
以
上
、
元
禄
・
宝
永
期
の
修
史
事
業
に
関
す
る
研
究
史
及
び
概
要
は
根
岸
・
伊
藤
両
氏
前

掲
論
文
を
参
照
。

（
魂
）
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
・
請
求
記
号
躯
○
二
九
’
一
・

（
鯛
）
常
陸
国
の
史
料
調
査
の
概
要
は
根
岸
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
釦
）
秋
田
県
公
文
書
館
「
佐
竹
家
蔵
書
目
録
」
（
請
求
記
号
七
’
三
八
九
）
・

（
釦
）
た
と
え
ば
「
佐
竹
氏
旧
記
」
九
に
あ
る
「
東
州
雑
記
」
・
「
太
閤
朱
印
」
は
現
在
千
秋
文

庫
所
蔵
で
あ
る
。

（
犯
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
佐
竹
文
書
」
（
色
川
本
）
や
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫

「
密
蔵
院
古
文
書
」
（
徳
川
昭
武
蔵
本
の
謄
写
）
等
は
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
と
同
一

の
写
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
伝
本
の
系
統
等
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
。
表
１
の
２
の

文
言
は
、
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
の
年
号
の
部
分
は
「
此
上
キ
レ
テ
不
見
エ
」
と
あ
っ

て
不
明
だ
が
、
「
佐
竹
文
言
」
（
色
川
本
）
に
よ
っ
て
補
っ
た
。
こ
の
点
は
小
国
浩
寿
氏

の
助
力
を
得
た
。

（
錦
）
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
元
弘
三
年
五
月
二
八
日
足
利
高
氏
御
教
書
写
及
び
貞
治
二
年
一
二
月

｜
、
ノ

帥
唖
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三
日
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写
。
な
お
高
氏
御
教
書
は
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
に
よ
る

と
、
上
封
紙
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

（
鈍
）
「
家
蔵
酒
出
文
書
」
天
文
六
年
三
月
二
一
日
大
館
常
興
書
状
写
。

（
調
）
こ
の
点
は
『
茨
城
県
史
料
中
世
編
Ⅳ
』
の
解
説
を
参
照
。

（
鍋
）
「
佐
竹
分
流
系
図
」
の
義
方
に
は
「
亀
岡
氏
ヲ
称
ス
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
表
１
の
１
に

史
料
を
典
拠
と
し
て
い
る
あ
る
こ
と
は
「
佐
竹
氏
族
系
図
引
証
本
」
に
よ
り
明
ら
か
で
あ

る
。

（
師
）
注
（
⑲
）
史
料
。

（
マ
マ
）

（
銘
）
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
二
年
五
月
一
八
日
条
に
「
佐
竹
常
陸
介
光
明
」
と
あ
り
、
「
長
享

元
年
九
月
一
二
日
常
徳
院
殿
江
州
御
動
座
当
時
在
陣
着
到
」
（
『
群
害
類
従
』
第
二
九
輯
、

続
群
書
類
従
完
成
会
版
）
に
「
佐
竹
常
陸
介
光
家
」
を
参
照
。

（
調
）
以
上
の
史
料
は
す
べ
て
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」
大
山
弥
太
夫
義
次
所
収
。

（
鉛
）
以
上
は
白
石
氏
宛
の
文
書
は
「
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊
棚
軒
文
害
纂
』
中
所
収
で
あ
る
。

「
榊
原
家
所
蔵
文
書
」
永
享
九
年
一
二
月
二
日
持
氏
感
状
（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編

古
代
中
世
（
三
上
）
五
九
二
七
号
。
以
下
『
神
』
五
九
二
七
と
略
記
。
）
の
宛
所
は
佐
竹

白
石
中
務
丞
と
な
っ
て
い
る
。

（
似
）
「
白
川
文
書
」
（
『
神
』
五
六
九
○
）

（
躯
）
「
白
川
文
書
」
（
『
神
』
五
七
一
七
）

〈
妃
）
足
利
持
氏
発
給
文
書
に
佐
竹
姓
か
ら
大
山
姓
へ
の
変
更
が
見
ら
れ
る
の
は
、
佐
竹
姓
を
嫡

流
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
持
氏
が
関
わ
っ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
上
杉

氏
か
ら
養
子
と
な
っ
た
義
人
と
佐
竹
氏
一
門
の
山
入
氏
と
の
常
陸
国
守
護
を
め
ぐ
る
争
い

が
あ
り
、
持
氏
は
前
者
を
強
く
支
持
し
て
い
た
が
、
こ
の
動
き
と
関
係
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
“
）
こ
の
史
料
の
伝
来
の
経
緯
は
『
目
録
』
の
一
記
述
を
参
照
。
大
正
五
年
に
は
佐
竹
家
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
（
「
佐
竹
家
蔵
書
目
録
」
）
が
、
現
在
所
在
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

転
写
本
で
あ
る
秋
田
県
公
文
書
館
東
山
文
庫
の
写
本
に
よ
っ
た
（
請
求
記
号
Ａ
Ｈ
二
八
八

’
三
）
・

弱
）
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
・
請
求
記
号
網
二
八
八
・
二
’
三
九
。
佐
竹
義
篤
の
譲
状
が
な
く
、

他
は
文
書
の
配
列
は
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
と
同
じ
。
こ
の
史
料
の
伝
来
の
経
緯
は

『
目
録
』
を
参
照
。

（
妬
）
『
神
』
三
二
九
六
に
よ
れ
ば
、
「
安
得
虎
子
」
五
（
東
京
大
学
史
料
編
墓
所
謄
写
本
か
）

に
も
同
様
の
史
料
の
写
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
調
査
し
え
な
か
っ
た
。

（
卿
）
注
（
認
）
史
料
。

（
鳩
）
「
御
蔵
書
目
録
」
に
あ
る
文
書
が
正
本
で
あ
れ
ば
、
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
・
「
佐
竹

（
的
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文
言
」
（
色
川
本
）
・
「
密
蔵
院
古
文
書
」
は
も
と
よ
り
、
注
（
“
）
．
（
妬
）
史
料
に

酒
出
氏
蔵
本
を
写
し
た
旨
の
記
載
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
、
か
か
る
記
載
は
見
え
ず
、

酒
出
氏
所
蔵
文
書
を
写
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
酒
出
氏

の
文
書
と
は
別
に
流
布
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
酒
出
氏
も
し
く
は

そ
の
先
祖
が
何
ら
か
の
機
会
に
写
し
た
も
の
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
見

方
を
と
る
場
合
、
「
御
蔵
書
目
録
」
で
は
義
篤
譲
状
以
外
に
は
「
写
」
と
明
記
さ
れ
て
い

な
い
の
が
難
点
で
あ
る
。
し
か
し
「
御
蔵
書
目
録
」
で
の
写
と
そ
う
で
な
い
文
書
と
の
違

い
は
花
押
の
有
無
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
写
」
の
注
記

の
有
無
を
厳
密
に
正
本
か
写
か
の
違
い
で
あ
る
と
し
な
く
て
よ
い
。

以
下
、
表
中
の
「
酒
出
文
書
」
を
引
用
す
る
場
合
は
「
表
２
の
１
」
の
よ
う
に
略
↓
記
す
る
。

政
直
は
佐
竹
氏
の
秋
田
減
封
に
反
対
し
、
水
戸
城
奪
回
を
企
て
た
た
め
徳
川
氏
に
よ
っ
て

斬
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
件
に
よ
っ
て
政
直
関
係
文
書
の
み
散
逸
し
た
か
、

も
し
く
は
元
禄
・
宝
永
期
の
提
出
を
樺
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
近
世
文
書
も
所
蔵
し
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
く
、
提
出
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
続
群
害
類
従
』
第
五
輯
上
（
続
群
言
類
従
完
成
会
版
）

『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
二
月
八
日
条
。

こ
の
点
は
「
佐
竹
氏
族
系
図
引
証
本
」
所
引
の
諸
系
図
を
参
照
。
他
に
注
（
邪
）
の
「
源

氏
系
図
」
・
表
２
の
汀
で
は
「
在
京
」
と
あ
る
。
し
か
し
『
尊
卑
分
脈
』
は
そ
う
し
た
一
記

載
は
見
ら
れ
な
い
。
『
尊
卑
分
脈
』
を
除
く
諸
系
図
は
、
そ
の
成
立
が
戦
国
期
で
あ
り
、

季
義
の
美
濃
国
居
住
や
在
京
と
い
っ
た
記
載
は
、
奉
公
衆
佐
竹
氏
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
推

測
し
て
一
記
載
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

網
野
氏
前
掲
書
。

『
吾
妻
鏡
』
暦
仁
元
年
二
月
一
七
日
、
寛
元
元
年
七
月
一
七
日
、
寛
元
二
年
八
月
一
五
日

条
。
前
二
者
の
「
佐
竹
八
郎
」
を
諸
系
図
を
根
拠
に
季
義
に
比
定
し
、
最
後
の
「
佐
竹
八

郎
助
義
」
の
「
助
」
を
「
季
」
の
誤
り
と
み
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
が
誤
っ
て
い

れ
ば
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
も
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

網
野
氏
前
掲
害
。

「
金
沢
文
庫
古
文
書
」
正
和
三
年
八
月
二
七
日
六
波
羅
下
知
状
（
竹
内
理
三
氏
編
『
鎌
倉

遺
文
』
第
三
三
巻
二
五
一
二
五
号
）
・

五
味
氏
前
掲
論
文
で
は
、
義
念
を
季
義
の
子
孫
で
美
濃
国
を
本
拠
す
る
人
物
と
推
定
さ
れ

て
い
る
が
、
季
義
流
で
あ
る
か
は
検
討
を
要
す
る
。

『
鎌
倉
遺
文
』
第
四
一
巻
三
二
二
一
五
、
三
二
二
一
七
、
三
二
二
三
六
号
。

な
お
同
書
三
二
一
○
七
号
は
、
元
弘
三
年
四
月
二
六
日
付
で
三
二
二
一
七
号
と
同
文
で

－59－
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あ
る
。
出
典
は
「
越
前
島
津
家
文
書
」
と
あ
る
。
し
か
し
「
越
前
島
津
家
文
書
」
を
紹
介

し
た
『
中
世
の
武
家
文
書
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
刊
）
に
よ
れ
ば
、
四
月
二
六
日
付

の
も
の
は
な
く
、
同
年
五
月
二
八
日
の
文
書
、
つ
ま
り
三
二
二
一
七
号
に
相
当
す
る
文
書

し
か
な
い
（
三
二
二
一
七
号
を
『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
「
薩
藩
旧
記
」
前
編
一
六
か
ら
採
録

し
て
い
る
）
。
よ
っ
て
三
二
二
一
七
号
の
出
典
を
「
薩
藩
旧
記
」
の
原
本
で
あ
る
「
越
前

島
津
家
文
書
」
に
改
め
、
三
二
一
○
七
号
文
書
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
帥
）
南
北
朝
期
の
政
治
過
程
は
佐
藤
進
一
氏
『
南
北
朝
の
動
乱
』
（
日
本
の
歴
史
九
、
中
公
文

庫
）
を
参
照
。

（
田
）
網
野
氏
前
掲
害
。

（
配
）
網
野
氏
前
掲
害
。
も
し
弾
正
庄
が
義
教
の
所
領
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
弾
正
庄
が
光
基
の
所

領
で
あ
る
と
す
る
（
表
２
の
２
）
の
と
ど
の
よ
う
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
か
が
問
題
と
な

る
。

（
銘
）
表
２
の
５
．
６
に
見
え
る
証
判
は
、
土
岐
頼
遠
の
花
押
に
類
似
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
『
害
の
日
本
史
』
第
九
巻
（
平
凡
社
刊
、
一
九
七
六
）
の
花
押
総
覧
に
見
え
る
頼

遠
の
花
押
と
完
全
に
同
形
で
は
な
く
、
何
人
に
あ
た
る
か
の
同
定
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
“
）
奉
公
衆
に
守
護
役
・
段
銭
以
下
の
免
除
・
京
済
等
の
特
権
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
小
林
宏
氏

「
室
町
時
代
の
守
護
不
入
権
に
つ
い
て
」
（
『
北
大
史
学
』
二
号
）
及
び
百
瀬
今
朝
雄

氏
「
段
銭
考
」
（
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
中
世
編
、

吉
川
弘
文
館
刊
、
一
九
六
七
）
を
参
照
。

（
妬
）
相
国
寺
供
養
の
関
係
史
料
は
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
八
、
康
永
四
年
八
月
二
九
日
条
。

（
船
）
山
田
邦
明
氏
『
鎌
倉
府
と
関
東
ｌ
中
世
の
政
治
秩
序
と
在
地
社
会
ｌ
』
（
校
倉
書
房
刊
、

一
九
九
五
）
及
び
『
源
威
集
』
（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
刊
）
・
『
源
威
集
』
は
師
義
作
だ

、
と
い
う
。

（
師
）
南
北
朝
期
に
原
形
が
成
立
し
た
「
尊
卑
分
脈
』
に
は
義
長
の
系
統
の
記
載
は
あ
っ
て
も
義

基
の
方
は
な
い
。
そ
れ
は
義
長
及
び
そ
の
系
統
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
、
義
基
及
び

そ
の
系
統
は
無
名
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
銘
）
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
二
、
貞
和
五
年
八
月
一
五
日
条
。

（
船
）
「
岩
田
佐
平
氏
所
蔵
文
書
」
（
『
神
』
四
○
七
七
）
・
こ
の
史
料
及
び
次
注
の
佐
藤
博
信

氏
の
論
文
は
小
国
浩
寿
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
、
）
佐
藤
博
信
氏
「
室
町
時
代
の
相
模
守
護
」
（
『
中
世
東
国
の
支
配
構
造
』
、
思
文
閣
出
版

刊
、
一
九
八
九
）
。
な
お
佐
藤
氏
は
佐
竹
和
泉
前
司
の
実
名
を
比
定
し
な
い
が
、
佐
藤
氏

が
引
用
し
て
い
る
「
神
』
の
編
者
の
注
一
記
の
と
お
り
義
長
に
比
定
し
て
差
し
支
え
な
い
。

（
、
）
佐
藤
進
一
氏
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
ｌ
南
北
朝
期
諸
国
守
護
沿
革
考
証
編
ｌ
』
上

（
東
京
大
学
出
版
会
刊
、
一
九
六
七
）

（
ね
）
「
正
宗
寺
文
書
」
観
応
二
年
二
一
月
六
日
足
利
尊
氏
御
教
書
（
『
神
』
四
一
○
九
）
・

（
沼
）
「
円
覚
寺
文
書
」
観
応
二
年
一
二
月
六
日
足
利
尊
氏
御
教
書
（
『
神
』
四
二
○
）
・

（
Ⅷ
）
佐
藤
博
信
氏
は
前
々
注
及
び
前
注
史
料
に
は
何
ら
ふ
れ
て
い
な
い
。

（
布
）
こ
の
点
、
佐
藤
進
一
氏
注
（
７
１
）
害
を
参
照
。

（
布
）
基
氏
の
下
向
は
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
二
、
貞
和
五
年
九
月
九
日
条
に
よ
る
。
義

長
の
京
で
の
活
動
の
終
見
が
注
（
銘
）
で
あ
り
、
関
東
で
の
初
見
が
注
（
的
）
で
あ
る
か

ら
、
時
間
的
に
問
題
は
な
い
。

（
両
）
『
茨
城
県
史
』
中
世
編
。

（
沼
）
「
今
川
古
文
章
」
文
和
元
年
一
二
月
一
八
日
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
写
（
『
神
』
四
二
○

八
）
・
「
今
川
古
文
章
」
応
永
二
五
年
一
○
月
二
○
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書
写
（
『
神
』

五
五
七
九
）
に
よ
れ
ば
、
出
縄
郷
は
今
川
氏
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
義

長
及
び
子
孫
へ
の
還
補
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
ね
）
土
岐
頼
康
が
美
濃
国
守
護
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
佐
藤
進
一
氏
注
（
、
）
書
参
照
。

（
帥
）
山
田
氏
前
掲
害
及
び
『
源
威
集
』
・

（
別
）
『
茨
城
県
史
』
中
世
編
。

（
艶
）
五
味
氏
前
掲
論
文
。

（
鯛
）
『
群
害
類
従
』
第
二
二
輯
（
続
群
害
類
従
完
成
会
版
）
・

（
別
）
『
群
害
類
従
』
第
一
六
輯
。

（
蹄
）
『
群
害
類
従
』
第
二
四
輯
。

（
師
）
前
注
史
料
の
先
陣
随
兵
五
番
今
川
氏
秋
の
掻
副
佐
竹
安
房
守
好
古
は
、
氏
秋
の
被
官
で
あ

ろ
う
か
ら
除
外
し
た
。

（
師
）
『
政
基
公
旅
引
付
』
永
正
元
年
一
二
月
二
日
（
中
世
公
家
日
記
研
究
会
編
、
影
印
篇
、
和

泉
書
院
日
本
史
史
料
叢
刊
二
）
・

（
肥
）
「
元
禄
家
伝
文
書
」
酒
出
氏
系
図
（
請
求
記
号
Ａ
二
八
八
・
二
’
一
八
一
四
）
・

（
的
）
注
（
喝
）
史
料
。

（
帥
）
「
佐
竹
氏
族
系
図
引
証
本
」
所
引
。

（
例
）
佐
竹
氏
が
将
軍
の
一
宇
で
あ
る
「
義
」
を
樟
っ
た
点
は
、
義
尚
の
子
よ
り
「
義
」
の
字
が

見
い
だ
せ
な
く
な
る
こ
と
、
注
（
岨
）
史
料
で
光
家
が
佐
竹
義
瞬
か
ら
「
義
方
」
と
い
う

名
を
与
え
ら
れ
た
が
、
「
義
」
の
字
を
悼
っ
て
瞬
方
と
改
め
た
こ
と
よ
り
う
か
が
え
る
。

（
蛇
）
二
木
謙
一
氏
「
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
刊
、
一
九
八
五
）
・

（
兜
）
奉
公
衆
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
五
味
氏
前
掲
論
文
・
佐
藤
進
一
氏
「
室
町
幕
府
論
」

（
『
日
本
中
世
史
論
集
』
、
岩
波
書
店
刊
、
一
九
九
○
）
・
森
幸
夫
氏
「
室
町
幕
府
奉
公

｜
、
』

８
５

５
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衆
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
八
）
・
福
田
豊
彦
氏
『
室
町
幕

府
と
国
人
一
撲
』
（
吉
川
弘
文
館
刊
、
一
九
九
五
）
等
の
間
で
、
義
詮
期
・
義
満
期
・
義

教
期
の
三
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
と
奉
公
衆
佐
竹
氏
と
を
結
び
つ

け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
別
）
「
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
五
月
一
八
日
条
。

（
妬
）
前
注
史
料
で
は
山
口
郷
没
収
の
理
由
を
「
有
不
忠
之
子
細
乎
」
と
し
て
い
る
。
表
２
の
配

で
還
補
さ
れ
た
和
泉
国
鶴
原
庄
も
あ
る
い
は
応
永
九
年
に
没
収
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
船
）
注
（
“
）
史
料
に
よ
れ
ば
、
山
口
郷
は
応
永
二
年
に
義
尚
に
返
還
さ
れ
た
よ
う
で
は
な

い
。

（
師
）
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
Ⅳ
で
は
「
政
直
」
と
注
一
記
し
て
い
る
。
し
か
し
花
押
影
は
山
名
時

曝
で
あ
る
。
時
照
は
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、

一
六
世
紀
の
後
半
の
人
物
で
あ
る
政
直
で
は
あ
り
え
な
い
。

（
肥
）
義
尚
が
美
濃
国
山
口
郷
以
下
を
失
っ
た
応
永
九
年
頃
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
義

尚
の
家
領
没
収
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
確
証
が
な
い
。

（
的
）
注
（
帥
）
史
料
。

（
川
）
注
（
“
）
史
料
。

（
Ⅲ
）
い
ず
れ
も
『
群
害
類
従
』
第
二
九
輯
所
収
。
奉
公
衆
の
諸
番
帳
と
そ
の
成
立
時
期
は
福
田

氏
前
掲
害
参
照
。

（
皿
）
た
と
え
ば
網
野
氏
前
掲
書
。

（
叩
）
『
群
書
類
従
』
第
二
八
輯
。

（
川
）
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
禄
三
年
二
一
月
一
八
日
条
。

（
川
）
『
御
的
日
記
』
嘉
吉
二
年
二
月
一
二
日
、
嘉
吉
三
年
正
月
一
七
日
条
（
「
続
群
害
類
従
』

二
三
下
）
・

（
Ⅲ
）
二
木
氏
前
掲
書
。

（
川
）
注
（
“
）
史
料
。

（
川
）
『
新
一
訂
増
補
国
史
大
系
後
鑑
』
第
三
篇
文
明
一
三
年
七
月
一
九
日
条
。
使
者
佐
竹
彦
三

郎
が
光
家
に
あ
た
る
点
は
、
系
図
（
表
２
の
和
）
及
び
次
注
系
図
奥
書
に
よ
る
。

（
川
）
『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
一
六
、
文
明
一
六
年
正
月
一
七
日
条
。
こ
の
史
料
に
よ
っ
て

佐
竹
邸
が
中
院
通
秀
邸
の
隣
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
系
図
に
よ
れ
ば
、
基
尚
の
女

が
中
院
氏
の
室
で
あ
っ
た
と
い
う
し
、
注
（
魂
）
所
引
の
「
源
氏
系
図
」
の
奥
書
に
、

依
彦
三
郎
光
家
之
託
、
害
継
之
了

（
中
院
通
秀
）

従
一
位
（
花
押
影
）

と
あ
り
、
光
家
と
通
秀
と
の
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
叩
）
福
田
氏
前
掲
害
。
長
享
・
明
応
期
に
光
家
が
四
番
で
あ
る
点
も
福
田
氏
の
検
討
・
整
理
結

果
に
負
う
。

（
川
）
福
田
氏
前
掲
害
で
は
文
明
一
七
年
の
抗
争
に
つ
い
て
、
奉
公
衆
を
将
軍
義
尚
方
、
奉
行
衆

を
室
町
殿
義
政
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
皿
）
「
長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院
殿
様
江
州
御
動
座
当
時
着
到
」
（
「
群
書
類
従
』
第
二

九
輯
）
・

（
川
）
山
口
郷
西
を
め
ぐ
る
光
家
と
相
国
寺
の
関
係
史
料
は
『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
之
一
二
、

長
享
元
年
一
二
月
一
二
日
条
に
あ
る
。
以
下
の
記
述
は
そ
れ
に
負
う
。
『
大
日
本
史
料
』

の
綱
文
で
は
佐
竹
光
家
を
注
（
帥
）
史
料
に
し
た
が
い
、
光
明
に
し
て
い
る
が
、
前
注
史

料
及
び
諸
系
図
を
参
照
す
れ
ば
、
光
家
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
皿
）
『
蔭
涼
軒
日
録
』
延
徳
三
年
五
月
二
二
日
条
。

（
川
）
注
（
川
）
史
料

（
川
）
「
佐
竹
宗
三
聞
書
」
奥
書
（
『
続
群
害
類
従
』
第
二
三
帆
下
）
・

（
Ⅳ
）
『
群
害
解
題
』
第
三
（
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
、
一
九
六
○
）
所
収
の
「
佐
竹
宗
三
聞
害
」

の
解
題
。

（
叩
）
「
正
宗
寺
本
佐
竹
文
書
」
文
和
四
年
二
月
二
日
佐
竹
義
篤
譲
状
写
。

（
Ⅲ
）
上
島
有
氏
「
南
北
朝
時
代
の
申
状
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
学
研
究
』
五
号
）
・

（
伽
）
Ｂ
・
Ｃ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
直
接
守
護
に
訴
え
、
幕
府
発
給
文
書
が
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

（
Ⅲ
）
羽
下
徳
彦
氏
「
室
町
幕
府
侍
所
頭
人
付
山
城
国
守
護
補
任
沿
革
考
証
稿
」
（
『
東
洋
大
学

紀
要
』
文
学
部
篇
一
六
集
）
・

（
唖
）
「
花
営
三
代
記
」
応
安
六
年
二
一
月
二
七
日
・
応
安
七
年
一
二
月
二
五
日
・
永
和
二
年
一

二
月
二
七
日
条
（
『
群
害
類
従
』
第
二
六
輯
）
・

（
脚
）
「
花
営
三
代
記
」
康
暦
元
年
一
二
月
二
七
日
条
。

（
皿
）
「
花
営
三
代
記
」
応
永
三
一
年
一
二
月
二
七
日
条
。

（
蝿
）
佐
藤
博
信
氏
は
小
山
の
乱
の
鎮
定
を
契
機
に
「
東
国
武
士
を
支
配
関
係
に
包
摂
し
た
鎌
倉

府
独
自
の
支
配
論
理
」
が
確
立
し
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
「
鎌
倉
府
に
つ
い
て
の
覚
書
」
、

前
掲
害
所
収
）
・

（
恥
）
「
喜
連
川
判
鑑
‐
’
（
『
続
群
言
類
従
』
第
五
輯
上
）
に
よ
れ
ば
、
氏
満
は
応
永
五
年
二

月
四
日
に
没
し
て
い
る
。

（
Ｗ
）
『
茨
城
県
史
』
中
世
編
。

（
脇
）
今
谷
明
氏
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
刊
、
一
九
八
五
）
・

（
剛
）
「
佐
竹
宗
三
聞
害
」
奥
書
。
「
群
書
解
題
』
第
三
も
参
照
。

’
１

ワ
ｊ
か
０

厘
Ｊ
の
色
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（
剛
）
表
２
の
虹
で
佐
竹
澄
常
は
松
浦
左
衛
門
大
夫
に
松
千
代
の
一

こ
れ
と
常
秋
の
名
と
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

（
剛
）
系
図
で
は
澄
常
の
没
年
を
記
さ
ず
、
一
○
月
一
三
日
に
没
し
た
と
あ
る
（
表
２
の
、
）
・

末
期
に
作
成
し
た
澄
常
書
状
の
日
付
は
一
○
月
六
日
で
あ
る
（
表
２
の
虹
・
妃
）
・
澄
常

（
醜
）
今
谷
明

刊
）
。

（
皿
）
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
Ⅳ
で
佐
竹
七
郎
の
傍
注
を
「
基
房
」
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
系
図
で
は
澄
常
の
通
称
は
七
郎
と
し
て
い
る
か
ら
（
表
２
の
Ⅶ
）
、
澄

（
剛
）
福
田
氏
前
掲
言
で
は
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
も
っ
て
奉
公
衆
体
制
の
崩
壊
と
理
解
し
て
お

小
論
を
作
成
に
あ
た
り
、
財
団
法
人
千
秋
文
庫
学
芸
員
金
森
陽
氏
・
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
よ
り
史
料
の
閲
覧
・
複
写
で
御
配
慮
い
た
だ
い
た
。
ま
た
小
国
浩
寿
氏
に
は
史
料
の

調
査
等
で
助
力
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

付
記
小
論
の
き
っ
か
け
は
、
佐
竹
氏
の
史
料
の
調
査
を
行
っ
た
際
に
、
佐
竹
氏
宛
の
古

文
書
の
多
く
が
近
世
期
に
佐
竹
家
中
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
づ
き
、
な

ぜ
佐
竹
氏
宛
の
文
書
が
家
中
に
伝
来
し
た
か
に
関
心
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
解

明
す
る
一
例
と
し
て
酒
出
氏
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
「
酒
出
文
書
」
と
奉

公
衆
佐
竹
氏
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
岐
阜
市
史
」
通
史
編
原
始
・
古
代
・
中
世
。
同
書
で
は
表
２
の
弱
を
天
文
六
年
と
し
て

い
る
が
、
天
文
六
年
の
下
向
は
義
晴
の
御
内
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
成
り
立
た
な
い
。

む
し
ろ
表
２
の
別
を
受
け
て
基
親
が
下
向
し
た
後
の
も
の
と
み
て
、
天
文
八
年
と
し
た
い
。

佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
「
佐
竹
家
書
札
」
（
請
求
記
号
網
二
○
九
’
三
）
。

常
と
す
る
。

ら
れ
る
。

は
書
状
を
出
し
て
ほ
ど
な
く
没
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
後
鑑
』
第
四
篇
天
文
六
月
一
四
日
条
・
「
歴
名
土
代
」
（
『
群
書
類
従
』
第
二
九
種
）
・

司
直
ト
ニ
ア
『
Ｊ
二
で
一
、
’
０

「
歴
名
土
代
」 高

橋
康
夫
両
氏
編
『
室
町
幕
府
文
書
集
成
』
奉
行
人
奉
書
篇
下
（
思
文
閣
出
版

字
の
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
。

－56－

（27）


